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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： １ 事業の効率化                                

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事

業委託費）については、中期目標の期間中に、平成19年度比で５％以上削減する。こ

の場合、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響

を受けることについて配慮する。 

 

中 期 計 画 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事

業委託費）については、その支出の要否を検討し、効率化を期するため、中期目標の

期間中に、平成19年度比で５％以上削減する。この場合、経済情勢、国際環境の変化、

災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受けることについて配慮する。 

 

業 務 の 実 績 ○ 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収

事業委託費）については、104億31百万円の支出であり、19年度予算対比で24.0％

の減少となった。 

 

 

平成19年度 平成21年度 増   減   率
予算 （Ａ） 決算 （Ｂ） （Ｂ－Ａ）÷Ａ

事業費総額 13,727 10,431 △ 24.0%
うち保険金（農業） 9,328 6,114 △ 34.5%

   （漁業） 2,663 2,568 △  3.6%
代位弁済費 1,540 1,681 9.1%
回収奨励金 28 25 △  12.9%
求償権管理回収助成 28 28 0.0%
求償権回収事業委託費 140 16 △ 88.4%

（単位：百万円）

 
 

○ 林業信用保証業務においては事業費が増加しているが、その要因としては、新設

住宅着工戸数の急減（45 年ぶりに 80 万戸を下回り対前年比で△28％）を主因とす

る製品価格の低迷（過去３カ年間で最低の水準）や木材需要の減少（製材品の出荷

量対前年比△15％《速報値》）による売上の減少等による影響を受けて厳しい経営

状況が続き、代位弁済費が前年度より減少したものの引き続き高い水準にとどまっ

た（19 年度予算対比で 9.1％の増、20 年度実績対比で 36.6％減）ことが挙げられ

る。 

代位弁済に至った事由については、放漫経営等の内的要因のほか、販売不振等の

外的要因がある。「販売不振」、「他社倒産の余波」等の 21 年度の外的要因によ

る代位弁済額は、19 年度予算ベースの外的要因による代位弁済額より 162 百万円上

回り、これらを除いた内的要因のみでみると、21 年度決算額は 19 年度予算額を 21

百万円下回り、△6.6％の減少となる。 
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平成19年度 平成21年度 増 減 増減率

予 算（Ｃ） 決 算（Ｄ） （Ｄ－Ｃ） （Ｄ－Ｃ）÷Ｃ

1,540 1,681 141 9.1%

(100.0) (100.0)

1,223 1,385 162 13.2%

(79.4) (82.4)

317 296 △ 21 △ 6.6%

(20.6) (17.6)

注１：表中の（ ）は、代位弁済額のうち、外的要因による代位弁済額と内的要因による

      代位弁済額の割合である。

注２：平成19年度予算（Ｃ）における外的要因及び内的要因による代位弁済額は、

      19年度実績における外的要因及び内的要因による代位弁済額の割合に応じて

按分した金額である。

（単位：百万円）

外的要因による代位弁済額

内的要因による代位弁済額

代位弁済額

 
 

○ 前年度に19年度予算対比で事業費（保険金及び回収奨励金）が増加していた漁業

信用保険業務においては、保険金が2,568百万円で19年度予算対比で3.6％の減少と

なった。 

 

評 価 の 指 標 ○ 事業費の削減率（平成19年度比で５％以上） 

 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

事業費は削減されているが、自助努力の面よりも他律的要因による面が大き

いと考えられ、効率化につながっているかは判定しにくい。 

（参考：年度計画） 

事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収事業委託費）につい

ては、以下の点など支出の要否及び支出方法等について検討し、効率化を期する。この場合、経済情勢、

国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受けることについて配慮する。 

 ・基金協会との事前協議の徹底、部分保証の実施による保険金支払いの低減 

 ・引受審査の厳格化等による代位弁済の抑制 

  ・サービサーの選定等に当たっての求償権回収に係る費用対効果への配慮による求償権回収事業委託

費の抑制 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： １ 事業の効率化                                

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、「第４ 財務内容の改

善」に記載している引受審査の厳格化等、モラルハザード対策の取組を着実に実施す

る。 

 

中 期 計 画 農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、引受審査の厳格化等、

モラルハザード対策の取組を着実に実施する。 

 

業 務 の 実 績 (1)農業信用保険業務 

○ 引受審査の厳格化 

 ・ 大口保険引受案件（注１）事前協議件数は、600 件（条件変更含む。）であった。

（20 年度 527 件） 

 ・ 大口保険引受案件等に係る事前協議時において、一部の案件については、基金

協会と対面での協議を実施した。（11 協会）（20 年度 10 協会） 

 ・ 個別案件については、被保証者の財務内容、資金の償還可能性等を総合的に勘

案した協議を実施しており、大口保険引受案件事前協議 600 件（条件変更含む。）

のうち、取り下げ 15 件等となった。（20 年度 29 件） 

 

○ 部分保証の実施 

  ・ 20 年４月より家畜飼料特別支援資金に部分保証が導入された。 

  ・ 部分保証の対象となる農業経営負担軽減支援資金２件、畜特資金１件、家畜

飼料特別支援資金 116 件について事前協議を行い、部分保証が的確に実施され

ているか確認した。（20 年度は、農業経営負担軽減支援資金１件、畜特資金９

件、家畜飼料特別支援資金 120 件） 

 

○ 大口保険金請求案件（注３）の事前協議 

  ・ 大口保険金請求対象案件 25 件について、すべて事前協議を実施した（20 年度

34 件） 

 

○ 求償権管理回収助成 

  ・ 基金協会の求償権が 616 億円（20 年度末）となり、その回収が喫緊の課題と

なっている中で、21 年度においても前年と同額の助成を実施したが、実績に応

じ、都道府県間の配分は調整した。 

  ・ 近年、求償権回収のために法的措置等に要した債権管理費が増加傾向にある

中、本助成金を基金協会における求償権の行使及び保全に係る費用として効果

的に活用するとともに、基金協会の求償権の管理回収におけるインセンティブ

を高めることにより、近年、信用基金の回収金は徐々に増加している。 

 

  （注１）大口保険引受案件とは、次に該当するものをいう。 

既に大口保険被保証者（注２）である者に対する農業近代化資金等の元本に

つき保険価額が 1,000 万円以上の保険関係が成立する保証及び農業近代化資金

等の元本につき保険価額が 1,000 万円以上の保険が成立する保証であって、当

該保証をすることにより、その被保証者が大口保険被保証者に該当するもの。
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  （注２）大口保険被保証者とは、次に該当するものをいう。 

農業近代化資金等の元本額（極度貸付の場合は、極度額）の合計額が１億円

以上である者又は保険関係が成立している保証に係る畜産特別資金、農家負担

軽減支援特別資金、農業経営負担軽減支援資金、家畜飼料特別支援資金及び畜

産経営維持緊急支援資金の合計額が 5,000 万円以上である者。 

  （注３）大口保険金請求案件とは、次に該当するものをいう。 

保険価額が3,000万円以上の代位弁済及び一の被保証者について同時又は関

連する一定の期間内に行う複数の代位弁済であって、これらの代位弁済の保険

金額の合計額が3,000万円以上となるもの。 

 

(2)林業信用保証業務 

○ 引受審査の厳格化 

 ・ 保証引受審査に当たっては、当該申請企業の財務諸表を徴求し、当信用基金の

保有する資産査定データ等を活用して財務状況の的確な把握に努めるとともに、

新規・増額案件、財務内容不良案件等について、総括調整役（林業担当）等を構

成員とする審査協議会で、業況や財務状況の今後の見通し、担保等による保全の

可否等を踏まえた厳格な保証審査を行った（審査協議件数 662 件（20 年度は年間

231 件））ほか、新規保証予定企業の現地調査や既保証先の適切な期中管理等を目

的とした現地での経営診断・指導（現地調査等 45 件（20 年度は年間 43 件））、

経営悪化が見られる保証先について融資機関との協議等による経営健全化への支

援等を行った。 

また、制度のＰＲ等を通じた地域の中核的製材工場等の優良保証先の確保、担

当者の経営診断能力向上のための研修等を行った。 

 

○ 部分保証の導入 

 ・ 20 年４月に林業信用保証業務細則等の見直しを行い、100％保証の対象を制度資

金、間伐材資金等の政策性のより高いものに限定した。（20 年６月１日保証申込

受付分から適用。） 

 

○ サービサーの選定 

 ・ サービサーの選定等に当たっては、全国的に事業実施していること、同様の債

権についての取り扱い実績、回収方法、回収姿勢及び経費負担等を考慮して、企

画競争により３社を選定するとともに、委託費の支払いについては回収実績の一

定の割合を支払う方法とし、費用対効果に配慮している。今後ともサービサーの

活用に努める。 

 

(3)漁業信用保険業務 

○ 引受審査の厳格化 

 ・ 大口保険引受案件（注１）事前協議件数は、48件であった。（20年度29件） 

 ・ 大口保証引受案件について基金協会との間で、被保証人の財務内容、資金の償

還可能性等を総合的に検討した事前協議を行い事業費の削減に向けての取組みを

実施した。 

 

○ 部分保証の実施 

 ・ 20年４月より経営安定資金に部分保証が導入された。 

 ・ 部分保証の対象となる経営安定資金29件について部分保証が的確に実施されて

いるかを確認した。 

 

○ 大口保険金請求案件（注２）の事前協議 

 ・ 大口保険金請求対象案件106件について、すべて事前協議を実施した。（20年度

109件） 

 ・ 大口保険金請求案件について、基金協会との事前協議を行い、事業費の削減に

向けての取組みを実施した。 
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○ 回収奨励金 

 ・ 回収奨励金は前年度の回収金収入実績に応じて、各基金協会に交付しているが、

21年度交付実績は24,631千円と、19年度予算額28,270千円と比べて3,639千円

（12.9％）減少した。これは、20年度回収実績額が減少したことによるものであ

る。 

  （注１）大口保険引受案件とは、次に該当するものをいう。 

   ア 保証の額が次の額を超えるもの 

    ① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ２億円 

    ② その他漁業       １億円 

    ③ 水産業協同組合     ３億円 

      ただし、借替緊急融資資金については、上記基準額の２分の１  

    イ 保証を行った後の被保証者に係る保証残高が、次の額を超えるもの 

    ① 遠洋かつお・まぐろ漁業 ６億円 

    ② その他漁業       ３億円 

    ③ 水産業協同組合     ６億円 

  （注２）大口保険金請求案件とは、次に該当するものをいう。 

   ア 代位弁済額が５千万円以上 

   イ 基金協会が事務処理の困難性が高いと判断したもの 

 

評 価 の 指 標 ○ 事業費の削減に向けた取組状況 

 

 

 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

大口引受審査の厳格化、部分保証の実施、林業におけるサービサーの活用な

ど、効率化にむけて様々な取組を導入したことは評価できる。 

（参考：年度計画） 

 農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、引受審査の厳格化等、モラルハザード対

策の取組を着実に実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： １ 事業の効率化                                

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  共済団体等に対する貸付業務については、民間金融機関による融資を促すために、

セーフティーネットとしての法人の役割について周知を行う。 

 

中 期 計 画 共済団体等に対する貸付業務については、民間金融機関による融資を促すために、

セーフティーネットとしての法人の役割について周知を行う。 

 

 

 

 

業 務 の 実 績  

評 価 の 指 標  

評 定 評  価  等 

 

（理由・指摘事項等） 

 

（参考：年度計画） 

共済団体等に対する貸付業務については、民間金融機関による融資を促すために、セーフティーネッ

トとしての法人の役割について周知を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： １ 事業の効率化                                

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 低利預託原資貸付業務については、主として主務省における資金需要の精査結果及

び資金の納付方法等についての関係機関等との協議の結果を踏まえた主務省からの指

示に従って、将来にわたって活用される見込みのない資金を国庫に納付する。 

  また、本資金については、借受者のニーズを踏まえた主務省の見直しを踏まえ、着

実に実施するものとする。 

 

中 期 計 画 低利預託原資貸付業務については、主として主務省における資金需要の精査結果及

び資金の納付方法等についての関係機関等との協議の結果を踏まえた主務省からの指

示に従って、将来にわたって活用される見込みのない資金を国庫に納付する。 

また、本資金については、借受者のニーズを踏まえた主務省の見直しを踏まえ、着

実に実施するものとする。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 農業経営改善促進資金については、次のような借入者のニーズを踏まえた主務省

の見直し措置が講じられているところであり、その着実な実施に努めている。また、

これらを反映させたリーフレットを刷新し、関係機関を通じて配布する等により本

資金の利用推進に努めている。 

 ［主務省の見直し事項］ 

   ① 資金使途の確認方法の簡素化（19年８月から実施） 

   ② 再認定時の借入手続きの簡素化（19年８月から実施） 

   ③ 貸付対象資金使途の拡充（20年度から実施） 

   ④ 対象金融機関（信用組合）の追加（20年度から実施） 

   ⑤ 資金利用申込書兼借入申込書の記載方法の簡素化（20年度から実施） 

 

○ なお、22年４月28日に行われた行政刷新会議「事業仕分け第２弾」においては、

低利預託原資貸付業務について、「事業の廃止、出資金の国庫返納、また、新たに

運転資金に対する政策的な低利融資の制度設計を行うに当たっても当独立行政法人

が実施するかどうかを含めてゼロベースで検討」との評価結果であった。（林業信

用保証業務及び漁業信用保険業務の低利預託原資貸付業務についても同じ。） 

 

○ 木材産業等高度化推進資金については、次のような借入者のニーズを踏まえた主

務省の見直し措置が講じられているところであり、その着実な実施に努めている。

また、これらを反映させたリーフレットを刷新し、関係機関を通じて配布する等に

より本資金の利用推進に努めている。 

 ［主務省の見直し事項］ 

    ① 協調倍率を引下げた低利資金の創設（20年度から実施） 

    ② 貸付対象要件の緩和（19年度から実施） 

   ③ 償還期限等の延長（20年度から実施） 

 

○ 漁業経営改善促進資金については、次のような借入者のニーズを踏まえた主務省

の見直し措置が講じられているところであり、その着実な実施に努めている。また、

これらを反映させたリーフレットを刷新し、関係機関を通じて配布する等により本

資金の利用推進に努めている。 

 ［主務省の見直し事項］ 

   ① 協調倍率の引き下げによる金利引き下げ（19年度から実施） 
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   ② 資金使途の確認方法の簡素化（19年11月から実施） 

   ③ 再認定時の借入手続きの簡素化（19年11月から実施） 

   ④ 貸付対象資金使途の拡充（20年度から実施） 

   ⑤ 対象金融機関（信用組合）の追加（20年度から実施） 

   ⑥ ２倍協調の対象事業の拡大（21年度から実施） 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 低利預託原資貸付業務の見直しの実施状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

借入手続きの簡素化等の取組については評価できるが、その具体的な成果が

業務の実績からは十分見えてこない。事業仕分けの評価を踏まえ、速やかな国

庫納付等の実現が期待される。 

（参考：年度計画） 

低利預託原資貸付業務については、主として主務省における資金需要の精査結果及び資金の納付方法

等についての関係機関等との協議の結果を踏まえた主務省からの指示に従って、将来にわたって活用さ

れる見込みのない資金を国庫に納付する。 

また、本資金については、借受者のニーズを踏まえた主務省の見直しを踏まえ、着実に実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： １ 事業の効率化                                

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 林業寄託業務については、貸付枠の縮減及び民間からの長期借入方式から政府の出

資方式への段階的な移行について、着実に実施する。 

  

 

中 期 計 画 林業寄託業務については、貸付枠の縮減及び民間からの長期借入方式から政府の出

資方式への段階的な移行について、着実に実施する。 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 寄託原資として、政府出資金11億円を調達し、長期借入金を抑制した。 

  21年度寄託額14億円のうち、長期借入金は３億円（出資がない場合は長期借入金

14億円）。 

評 価 の 指 標 ○ 林業寄託業務の見直しの実施状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

中期目標に従って長期借入方式から政府出資方式への移行が進捗しているも

のと認められるが、移行をさらに進めることを期待する。 

（参考：年度計画） 

林業寄託業務については、貸付枠を引き続き 17 億円とするとともに、寄託原資について、11 億円を

政府出資により調達し、長期借入金を抑制する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： １ 事業の効率化                                

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民でできること

は民で」という考え方を踏まえつつ、検討を行う。 

 

中 期 計 画 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民でできること

は民で」という考え方を踏まえつつ、検討会を設置し、検討を行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険業務においては、第２期中期計画（「農業信用保険業務及び漁業信

用保険業務の対象資金については、「民でできることは民で」という考え方を踏ま

えつつ、検討を行う。」）を踏まえ20年度から「農業信用保険業務あり方検討会」

を設置し、対象資金のあり方について検討してきている。 

21年度においては、21年12月及び22年３月に検討会を実施した。検討結果として、

農家経済安定施設資金及び農家生活改善資金は、農家経済の安定、農家生活の安定

を図るために重要であり、また、当該資金全体の保険収支は黒字であり、赤字であ

る農業経営改善資金をカバーし、財政負担の軽減に役立っている。22年３月に決定

された新たな食料･農業･農村基本計画においても農山漁村の活性化は急務とされて

いるところであり、今後とも農業情勢、経済情勢、保険事業の状況を注視しつつ検

討を行っていくこととしている。 

 

○ 漁業信用保険業務においては、保険対象資金の役割、保険収支の状況等を踏まえ、

対象資金のあり方について、モラルハザード防止策とともに検討を行うため、22年

３月に漁業信用保険業務あり方検討会を開催した。検討結果として、現在の漁業経

営の状況は、様々な外的要因により疲弊しきったものとなっており、今後も高い確

率での代弁の発生が予測される等の理由から、今後とも漁業経営の変動に注視しつ

つ、その都度見直しに努めることが重要としており、今後も引き続き検討を行って

いくこととしている。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金に係る検討状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

検討会の設置は評価できるが、具体的な成果を判断する材料が十分でなく、

今後の検討に期待する。 

（参考：年度計画） 

農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民でできることは民で」という考

え方を踏まえつつ、検討会において、その役割、保険収支等の状況を踏まえ検討を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ２ 業務運営体制の効率化                            

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運営の効率化を

行う。 

中 期 計 画 業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運営の効率化を

行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 管理部門に加え、業務部門においても勘定間の人事異動（３人）を実施し、幅広

い人材育成を行っている。 

 

○ 新規採用者について、採用後２～３年を経過した後に、最初の配属先から他部門

へ必ず異動するという新たな人事ローテーションのルールを策定した。（21年度新

規採用者から適用） 

 

○ 中期計画に基づき、期末の常勤職員数は期初を上回らないものとすることを踏ま

え、年齢構成を勘案し、21年度中の退職者（４人）の範囲内で、新規採用（４人）

を行っている。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 組織体制・人員配置の見直しの状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

人員配置の見直しについては一定の評価ができるが、専門家の育成や非常勤

職員の配置といった課題も視野に入れて措置を講じるべきである。 

（参考：年度計画） 

業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運営の効率化を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置           

 中項目： ２ 業務運営体制の効率化                           

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 職員の能力の向上を図るため、各種研修を効果的に実施する。 

 

 

中 期 計 画 職員の能力の向上を図るため、各種研修を効果的に実施する。 

 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 中期計画に基づき、職責別に必要とする能力を習得させる「計画的養成研修」及

び実務的、専門的スキルを習得させる「能力開発研修」に体系化するとともに、コ

ンプライアンスに係るカリキュラムを盛り込んだ研修計画を策定した。 

 

○ 研修の実効性の確保、今後の研修の充実に反映させる観点から、研修受講者に対

して確認テストやレポートの提出を課すとともに、講師及び受講者に対するアン

ケートを実施した。 

この結果、確認テストにおいて、概ね習得できているといった結果が得られ、受

講者が研修内容を十分理解している状況が確認された。また、アンケートにおいて、

講師からは質問が活発にでるなど受講態度が前向きとの評価を得、またその９割以

上の受講者から「研修は有益であった。」等の評価を得た。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 研修の実施状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

研修の実施は評価できるが、効果が十分に把握できない。効果の測定につい

て、一層の検討を望む。 

（参考：年度計画） 

職員の能力の向上を図るため、研修計画に基づき各種研修を効果的に実施する。 

 ア．養成研修 

  ・新規採用研修 

  ・一般職員研修 

  ・現地研修 

  ・課長級研修 

 イ．能力開発研修 

   ・支援研修 

   ・実践研修 

  ・専門研修 

 ウ．法令遵守意識啓発研修 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ２ 業務運営体制の効率化                            

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 平成20年度末までに検討することとされている国の農業共済再保険特別会計及び漁

船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合の検討状況を踏まえ、農業災害補償関係業

務及び漁業災害補償関係業務に係る両部署を統合する。 

 また、両部署の統合を検討するに当たっては、経費の縮減及び業務運営の効率化を

図る観点から、統合効果を最大限発揮させるものとする。 

 

中 期 計 画 平成20年度末までに検討することとされている国の農業共済再保険特別会計及び漁

船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合の検討状況を踏まえ、農業災害補償関係業

務及び漁業災害補償関係業務に係る両部署を統合する。 

また、両部署の統合を検討するに当たっては、経費の縮減及び業務運営の効率化を

図る観点から、統合効果を最大限発揮させるものとする。 

 

 

 

業 務 の 実 績  

評 価 の 指 標  

評 定 評  価  等 

 

（理由・指摘事項等） 

 

（参考：年度計画） 

国の農業共済再保険特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合の検討結果を踏まえ、

農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る両部署の統合に向けた準備を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ３ 経費支出の抑制                               

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 一般管理費（人件費、公租公課及び特殊要因により増減する経費を除く。）につい

て、中期目標の期間中に、平成19年度比で15％以上抑制する。 

中 期 計 画 すべての支出について、当該支出の要否を検討するとともに、以下の措置を講じる

こと等により、一般管理費（人件費、公租公課及び特殊要因により増減する経費を除

く。）について、中期目標の期間中に、平成19年度比で15％以上の節減を行う。 

 ・役職員に対し、費用対効果等のコスト意識を徹底させる。 

 ・業務実施方法を見直す。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1)一般管理費の削減状況 

○  一般管理費（人件費、公租公課及び特殊要因により増減する経費を除く。）につ

いては、４億69百万円の支出であり、19年度予算対比で33.3％の削減（削減目標６％）

となった。 

 

 

 平成19年度  平成21年度 増   減   率

 予算 （Ａ）  決算 （Ｂ） （Ｂ－Ａ）÷Ａ

一般管理費総額 702 469 △ 33.3%

（単位：百万円）

 
 

○ 削減要因としては、事務所が入居しているビルの大規模修繕がなかったこと、事

務・業務に係る経費の節減に努めたこと等が挙げられる。 

 

○ 「通信研修補助要領」については、21年12月末をもって廃止した。 

 

○ 永年勤続表彰については、21年度末をもって表彰規程の改正を行い、副賞を廃止

し、表彰状のみとした。 

 

(2)予算の適正な執行管理 

○ 予算の効率的かつ適正な執行を図るため、部門ごとに業務計画、過去の支出実績

等を勘案して実行予算を策定し、部署別の予算配分を行った。 

また、毎月の支出実績をとりまとめ、期中においても支出実績を勘案しつつ、実

行予算の見直しを行うなど、適正な期中管理を行った。 

 

(3)減損会計の情報に基づく適正な資産の評価 

○ 21年４月に、20年度末現在において保有する土地及び建物等固定資産について、

資産査定実施要領に基づき、価値の毀損がないか等について資産査定を行い、その

過程において、事務所、宿舎等の固定資産について、固定資産の有効利用の促進等

の観点から評価を行った。この結果、これらの固定資産の利用状況等を把握した。

なお、当該査定結果については、監理室が検証することとなっており、21年６月

12日付け事務連絡で「問題なし」との検証結果の通知を受けている。 

 

(4)役職員のコスト意識の徹底 

○ 役職員のコスト意識を徹底させるため、部署別予算配分・適切な期中管理を行う
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とともに、定期的な部内の会議等において、予算の執行状況や年度中の執行の見通

し、決算状況を説明し、周知を図った。 

○ 信用基金における支出の無駄を削減するための自律的な取組を促進する「支出点

検プロジェクトチーム」（21年２月設置）の定期購読物の購読の必要性の検討等を

内容とする21年度取組目標を職員掲示板に掲示するとともに、新規職員研修及び新

任役員への業務説明の機会を利用して説明等することにより、効率的な予算執行・

無駄な支出の削減への取組について周知を図った。 

また、21年12月に、第３回会合を開き、21年度取組目標への取組み状況について

の経過報告を行い、引き続き目標に取り組んでいくこととした。 

 

(5)業務実施方法の見直し 

○ 農業信用保険業務においては、畜産特別資金融通事業実施要領の制定、21 年度補

正予算で措置された畜産経営維持緊急支援資金等の施行に伴うコードの追加及び保

険料率の明確化を図るため、農業保険取扱要領について21年６月、９月に改正を行っ

たほか、農業保証保険通知書等の電磁的記録媒体による通知に係る事務処理につい

て、事務処理の明確化を図るため、従来の農業保証保険通知書等の磁気テープ等に

よる通知に関する処理手続他８本を廃止し、農業保険取扱要領の改正を 21 年 11 月

に行い、要領の一覧性を高めた。 

また、要領等の一本化を行い事務処理の明確化を図るため、農業融資資金貸付要

領等の全面的見直しを行い、新たな農業融資資金貸付要領を 21 年９月に制定したほ

か、21 年 12 月に中小企業者金融円滑化法の施行を踏まえ、基金協会における法の適

切な実施が図れるよう、信用基金における審査について弾力的に行う旨、通知した。

 

○ 林業信用保証業務において、21 年５月に 21 年度補正予算に基づく新たな保証

（フォレストサポート保証）の実施に必要な林業信用保証業務細則等について、事

務処理の簡素化に配慮しつつ、改正を行ったほか、21 年 12 月に中小企業者金融円滑

化法の施行を踏まえ、窓口の設置や主務省への報告等の保証業務における対応につ

いて内部規程を定めた。 

また、22 年１月に 21 年度二次補正予算に基づく新たな保証（林業・木材産業経営

安定化保証）の実施に必要な林業信用保証業務細則等の改正を行った。 

 

○ 漁業信用保険業務において、21 年４月及び５月に「漁業保証保険取扱要領」を改

正し、事務処理の簡素化に配慮しつつ、漁業緊急保証対策の実施に伴う様式の一部

改正等を行った。 

また、漁業緊急保証対策に係る県域意見交換会に出席する際、近隣の県を連続し

て回れるように日程調整し、出張費を削減した。 

 

評 価 の 指 標 ○ 一般管理費の削減率（平成19年度比で15％以上） 

○ 予算の執行管理の状況 

○ 減損会計の情報に基づく資産の評価の状況 

○ 役職員に対するコスト意識の徹底の取組状況 

○ 業務実施方法の見直しの状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 目標、計画に沿って様々な面で経費支出削減に取り組んでいる点は評価でき

る。 

（参考：年度計画） 

すべての支出について、当該支出の要否を検討するとともに、以下の措置を講じること等により、一

般管理費（人件費、公租公課及び特殊要因により増減する経費を除く。）の節減を行う。 

   ① 部署別の予算配分、予算執行の期中管理など予算の適正な執行管理を徹底する。 

   ② 減損会計の情報に基づき、適正な資産の評価を行う。 

   ③ 役職員に対し、費用対効果などのコスト意識を徹底させる。 

   ④ 外部委託の推進を図るなど業務実施方法を見直す。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ３ 経費支出の抑制                                

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部

分を除く。）については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律（平成18年法律第47号）に基づき、平成18年度以降５年間において国家公務

員に準じた人件費削減を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体

系の見直しを行う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成

18年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23

年度まで継続する。 

 

中 期 計 画 人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部

分を除く。）については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関

する法律（平成18年法律第47号）に基づき、国家公務員に準じた人件費削減に取り組

み、平成18年度以降５年間において、５％以上の削減を行うとともに、国家公務員の

給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な見直しを進める。更に、「経済

財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年７月７日閣議決定）に基づき、

国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1)人件費の削減状況 

○ 人件費（退職給付引当金繰入及び社会保険料負担金を除く。）については、国家

公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直し及び人員の削減等により10億40

百万円の支出であり、17年度決算対比で14.2％の削減（削減目標４％）となった。

 

 

 平成17年度  平成21年度 増   減   率
 決算 （Ａ）  決算 （Ｂ） （Ｂ－Ａ）÷Ａ

人件費 1,212 1,040
（退職手当及び法定福利費を (100.0) (85.8) △ 14.2%
除く）

 ※（ ）内は、17年度決算に対する割合。

（単位：百万円）

 
 

(2)人件費削減に向けた取組 

○ 国家公務員給与構造改革により、国の地域手当は 18 年度以降５年間で６％引き上

げられる予定であるところ、信用基金においては、特別都市手当（国の地域手当に

相当）について、ラスパイレス指数（地域別・学歴別）が 100 に到達するまで、0.4％

の引き上げに留めることとしており、21 年度においても、引き続き、同手当の額を

据え置いた。 

 

○ 人件費削減に向けた取組については、ラスパイレス指数の公表に併せて、業務体

制の見直し、非管理職のスタッフ職の導入等により管理職割合を中期目標期間の終

了時までに４割から３割まで引き下げ、職務手当（国の管理職手当に相当）の支給

額を削減することを公表している。（管理職割合 38.9％） 

 

○ 昇任・昇格ペースについて、19 年度前と比較して、１～２年遅らせることとし、

20 年度からその運用を開始した。 

 

○ 職務手当について、19 年度から、一部の役職について、国以上に低率で定額化を
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行うとともに、一層の引き下げを行ったところであり、21 年度においても、引き続

き、同手当の額を据え置いた。 

 

○ スタッフ職職務手当（国の専門スタッフ職調整手当に相当）については、21 年度

末をもって職員給与規程の改正を行い、国の基準と同様に支給方法を定額制から定

率制に変更した。  

 

○ 21年度国家公務員に導入された本府省業務調整手当の導入を見送った。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 人件費の削減率（平成17年度比で６％以上） 

○ 人件費削減に向けた取組状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 人件費削減は一定の評価ができるが、一層の努力を期待する。 

（参考：年度計画） 

人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）につ

いて、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要な見直しを進める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ３ 経費支出の抑制                               

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 給与水準については、平成18年度の対国家公務員学歴別・地域別指数（学歴別地域

別法人基準年齢階層ラスパイレス指数）104.6について、中期目標期間の終了時までに

100まで低下させる。 

また、給与水準の適正性について検証し、その検証結果や国家公務員と比べて給与

水準が高い理由及び適正化への取組状況について公表し、国民に対して納得が得られ

る説明を行う。 

 

中 期 計 画 給与水準については、平成18年度の対国家公務員学歴別・地域別指数（学歴別地域

別法人基準年齢階層ラスパイレス指数）104.6について、中期目標期間の終了時までに

100まで低下させる。 

また、給与水準の適正性について検証し、その検証結果や国家公務員と比べて給与

水準が高い理由及び適正化への取組状況について公表し、国民に対して納得が得られ

る説明を行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1)ラスパイレス指数の引下げ状況 

○ 21年度のラスパイレス指数（地域別・学歴別）については、20年度比で3.2ポイン

ト減少し、97.3となった。 

 

 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度
（Ａ） （Ｂ） （Ｂ－Ａ）

対国家公務員指数 104.6 102.0 100.5 97.3 △ 3.2
（地域・学歴別）
（参考）対国家公務員指数 121.4 118.0 117.0 113.7 △ 3.3

○ ラスパイレス指数の引下げに向けた取組については、16頁から17頁の業務の実績

(2)に記載した人件費削減に向けた取組と同様である。 

 

(2)ラスパイレス指数の対外的取組 

○ 地域・学歴を勘案した国家公務員との比較指標について、中期計画において、中

期目標期間終了時までに100まで低下させることを明記し、信用基金のホームページ

で公表している。 

 

○ 国に比べて、給与水準が高くなっている理由は、以下のとおりである。 

 ① 職員全員が東京特別区の勤務であるため、特別都市手当（国の地域手当に相当）

の支給割合（100％）が国（27.0％）に比べて高くなっていること。 

② 保険や金融に関する専門性の高い業務を行っていることから、大学卒の職員の

割合（72.6％）が国（50.0％）に比べて高いこと。 

 

○ 地域・学歴を勘案したラスパイレス指数は97.3となっている。 

 

○ ラスパイレス指数、指数が高くなっている理由、指数の引き下げに向けた取組に

ついては、信用基金のホームページにおいて公表している。 

また、21年度の給与水準について、22年５月に監事監査が行われた。 
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評 価 の 指 標 ○ ラスパイレス指数の引き下げ状況 

○ ラスパイレス指数の引き下げに向けた取組状況 

○ ラスパイレス指数の国民への説明の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 ラスパイレス指数の引き下げは計画を達成しており、評価できる。 

（参考：年度計画） 

給与水準については、対国家公務員学歴別・地域別指数（学歴別地域別法人基準年齢階層ラスパイレ

ス指数）を低下させるため、特別都市手当の据え置きなどに取り組む。 

また、給与水準の適正性について検証し、その検証結果や国家公務員と比べて給与水準が高い理由及

び適正化への取組状況について公表し、国民に対して納得が得られる説明を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ４ 内部監査の充実                               

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  業務の適正化を図るため、信用基金の各業務を横断的に監査する内部監査体制を充

実・強化する。 

中 期 計 画 業務の適正化を図るため、信用基金の各業務を横断的に監査する内部監査体制を充

実・強化する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 21年度内部監査年度計画について監事と連携を図り、①内部監査方針、②内部監

査の対象、③資産査定や競争入札の適切性等の重点事項、④実施時期等を内容とし

た計画を21年３月６日に策定した。 

 21年度内部監査計画に基づき、次の業務の適切性、有効性等の観点から内部監査

を実施した。 

 ① 21年７月に資産査定及び償却・引当業務の適切性の観点から、実施体制、資産

の分類、減損の評価、引当金の算定、資産の償却等について約２週間、内部監査

を実施し、昨年指摘した内容が改善されていること、他に重要な問題点は見受け

られなかったことを確認した。 

 ② 林業信用保証業務の適切性の観点から、９月に寄託業務における推薦の審査の

適正性及び貸付業務における貸付計画の策定、貸付限度額の決定、貸付審査の適

正性等について約２週間及び10月に債務保証業務における債務保証審査の適正

性、保証料率の適用、保証債務の弁済等について約３週間実施し、それぞれ重要

な問題点は見受けられなかったことを確認した。 

 ③ 22年３月に契約に関する事務の適正性の観点から、競争入札、随意契約、予定

価格の作成、契約書の作成・記載事項及び検査の実施について、約２週間内部監

査を実施し、重要な問題点は見受けられなかったことを確認した。 

 

○ 内部監査の実施に当たり、事前に監査項目毎にチェックリスト（内部監査手続書）

を整備し、効果的な実施を図っている。 

 19年12月に、信用基金の業務全般について、内部管理態勢の評価や問題点の指摘、

改善方法の提言等まで踏み込んだ監査を実施するため、組織体制、規程等の整備を

行ったところである。内部監査を実施するに当たっては、監査対象業務に応じて、

具体的な監査事項、着眼点等を整理したチェックリストを作成することが必要であ

り、20年度より３年程度かけて整備することとしている。 

なお、21年度においては、「林業信用保証業務」と「契約に関する事務」につい

てチェックリストを作成した。 

 

○ 20年度に実施した内部監査の指摘事項について、以下のとおりフォローアップを

実施した。 

 ① 21年７月に資産査定及び資産の償却・引当に関する事務の指摘事項に対する改

善状況についてフォローアップを行ったところ、賃貸宿舎に係る敷金・保証金に

ついては資産査定が行われていなかったが、当該資金についても資産査定を行う

よう指摘したことにより、その後適正に資産査定が行われた。 

 ② 22年３月に、農業信用保険業務、農業災害補償関係業務及び個人情報保護に関
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する事務の指摘事項に対する改善状況についてフォローアップを行ったところ、

基金協会が行う保険契約額の残高管理事務について規定がなかったことについて

信用基金の規程を改正して管理方法を明確化する等、改善措置が図られていた。

 

○ 21年９月に総務省行政評価局が主催した「平成21年度評価・監査中央セミナー」

に職員４名、21年９月に会計監査法人による「パブリックセクター向けシステムリ

スク管理セミナー」に職員２名及び22年２月に（社）日本内部監査協会が主催した

「内部監査基礎講座」に職員１名を参加させ、監査業務の遂行に必要な知識の習得

に努め、内部監査の充実強化に取り組んだ。 

 また、「独立行政法人における内部統制と評価について」の研究会報告書が22年

３月に総務省から公表されており、今後、リスク管理等にかかる取組推進などの参

考とするよう検討している。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 内部監査体制の充実・強化の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 内部監査計画を策定し、手続書を整備するなど、内部監査の充実は評価でき

るが、今後はフォローアップの方法・時期などについての一層の改善を期待し

たい。 

（参考：年度計画） 

業務の適正化を図るため、内部監査規程及び内部監査マニュアルに基づき、常勤監事と連携しつつ、

内部監査年度計画に従い信用基金の各業務について内部監査を適切に実施する。 

また、内部監査の実施にあたっては、内部監査チェックリストを準備するとともに、指摘事項（要改

善事項）のフォローアップを適切に実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ５ 内部統制機能の強化                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス委員会において外部の有識者の専

門的知見を活用するなどコンプライアンス（法令等遵守）への取組を充実・強化する。

 

中 期 計 画 業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス委員会において外部の有識者の専

門的知見を活用するなどコンプライアンス（法令等遵守）への取組を充実・強化する。

 

 

 

業 務 の 実 績 (1) コンプライアンスの推進に向けた取組 

○ 21年３月27日に策定した21年度コンプライアンス・プログラムに基づき、以下の

コンプライアンスの推進に計画的に取り組んだ。 

 ① 21年４月に保有個人情報管理状況の点検を実施し、適正に管理されていること

を確認した。 

 ② 22年３月に外部講師（弁護士）によるコンプライアンス研修を役職員に実施し

た。 

 ③ 22年３月にコンプライアンスの推進状況を点検するため、コンプライアンス・

チェックを職員に実施した。 

 ④ 長期職場離脱実施規程に基づく点検を実施した。 

 ⑤ 情報セキュリティ対策の自己点検については、「情報セキュリティ規程」を21

年２月４日に策定し、21年４月１日より施行し、情報セキュリティ担当者等の指

名、情報の格付け及び帳簿類の作成を行った。 

 

○ 信用基金の基本的使命・社会的責任の実現に向けた「コンプライアンス基本方針」

及び役職員共通の価値観・倫理観を具現化した「役職員行動規範」を20年９月１日

に策定し、同日よりホームページに掲載している。 

 

○ コンプライアンス委員会を22年１月と３月の２回開催し、コンプライアンスに係

る「コンプライアンスに関するＱ＆Ａ集」作成等を検討した。 

 

○ コンプライアンスの取り組み状況については、21年11月の臨時監事監査及び22年

５月の監事監査において、コンプライアンスの取組みを含む内部統制などの監査が

行われた。なお、役職員に対するより一層効果的・計画的な研修に努める等、更な

るコンプライアンスマインドの向上に配慮するべきことが示された。 

 

(2) コンプライアンス・マニュアルの改善及び職員への周知 

○ コンプライアンス・マニュアルの見直しの一環として、コンプライアンス・チェッ

ク項目について、分かり易くグループ分けして整理する見直しを行った。 

○ コンプライアンスに関する知識の向上を図るため、業務部門における法令等違反

行為に関する「コンプライアンスに関するＱ＆Ａ集」を22年２月に作成し、役職員

に配布するとともに職員専用サイトに掲載し、周知・徹底した。 

 

(3) コンプライアンスに係る取組状況のチェックの実施・フォロー 

○ 法令違反行為等の通報又は相談をやり易くするため、職員専用サイトに「通報窓
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口・相談窓口」、「業務改善提案窓口」、「職員個人情報受付窓口」の３本の専用

窓口（コンプラホットライン）を設けた。 

 

○ 見直したチェックリストに基づき、22年３月に職員に「個人向け」及びコンプラ

イアンス管理者に「コンプライアンス管理者向け」のコンプライアンス・チェック

を実施した。 

  

○ チェック結果については、重大な問題はなかった。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ コンプライアンスへの取組状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 各種点検、外部専門家によるコンプライアンス研修の実施、行動規範の公開、

内部監査など具体的な取組を実施し、職員への周知徹底および内部通報制度の

整備に努めており、評価できる。 

（参考：年度計画） 

業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス・マニュアルに基づき、外部の有識者の専門的知見

も活用しつつ、コンプライアンス委員会を中心にコンプライアンスの推進に向けた取組を適切に実施す

る。 

特にコンプライアンス・マニュアルの改善及び職員への一層の周知に努めるとともに、コンプライア

ンス・チェックの適切な実施・フォローに努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ５ 内部統制機能の強化                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  業務の適正化を図るため、事務リスク自主点検等事務改善への取組を着実に実施す

る。 

 

中 期 計 画 業務の適正化を図るため、事務リスク自主点検等事務改善への取組を着実に実施す

る。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 21 年５月に業務改善委員会を開催し、前年度に提案された「契約関係事務処理手

続き」に関する業務改善について検討し、会計機関である代行機関の一部兼務を解

消、契約担当役の補助者及びその事務の範囲を明確化、契約金額 100 万円未満の契

約に係る稟議についても総務部長等の決裁を得る等の改善を図った。 

 

○ 21 年９月に事務リスク自主点検を実施し、支払及び民間出資に関する証憑の徴取

漏れ、決裁の遅滞等について、21 年 10 月の業務改善委員会において、その改善策の

検討を行うとともに、その結果を理事長に報告した。 

 

○ 22年１月に「業務改善提案について」を職員専用サイトに掲載し、職員に対して

提案の提出を促すとともに、22年３月に業務改善委員会において、電子メール添付

ファイルが開けない等の業務改善提案を検討し、解決策を例示した。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 事務リスク自主点検等の実施状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 内部の自発的な取組を重視する点は評価できるが、どのような事務リスクを

認識しているのか説明がされていない。 

（参考：年度計画） 

業務の適正化を図るため、部室が所掌する事務の自主的な点検及び職員からの業務改善提案に対する

取組を適切に実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ５ 内部統制機能の強化                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとともに、その業

績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのインセ

ンティブを向上させる。 

 

中 期 計 画 役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとともに、その業

績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのインセ

ンティブを向上させる。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 昇給、勤勉手当等の決定の基礎となる目標管理の導入等による勤務実績に基づく

人事評価制度の導入については、農林水産本省では、21 年度から実施しているとこ

ろである。信用基金においても、検討を進めていたが、21 年度、総務省から業績評

価目標事例等が出され、なお改良の余地があるところであるが、遅滞なく信用基金

にも導入することとしている。 

 

○ 役員の期末特別手当や退職手当については、役員給与規程及び役員退職手当規程

により算出された額に業務実績評価結果に応じた業績勘案率を乗じて得た額を支給

している。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 目標管理の導入等による適切な人事評価の実施状況 

○ 業務及び勤務成績等の給与・退職金等への反映状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 目標管理の導入は一応評価できるが、どの程度、給与・退職金に反映させる

のか不明であり、実効的でかつ成果を上げるためには、適切な運用が必要であ

る。 

（参考：年度計画） 

業務遂行へのインセンティブの向上を目指して、業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映さ

せるよう努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置           

 中項目： ６ 評価・分析の実施                              

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、その結果を着実に業務運営に反

映させる。 

 

中 期 計 画 事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析を実施し、その結果を着実に業務運営に反

映させる。 

 

業 務 の 実 績 ○ より厳格な評価を行い、その結果を業務運営に的確に反映させるため、20 年 11

月に事業評価分析実施要領を制定し、新たな事業評価分析制度を実施している。 

この制度においては、事業年度終了後に実施する年度評価に加えて、新たに、期

中に２回（10 月、１月）評価を行うとともに、理事長、副理事長ほか全理事、参事、

総括調整役の参加する定例会議において、評価結果及び対応方針を審議することと

している。 

 同要領に基づき、21年10月期及び22年１月期に期中評価を行うとともに、22年５

月に年度評価を取りまとめた。 

 

○ 総務省２次評価で指摘を受けた事項について、以下のとおり対応し改善を図った。

 ・ 「通信研修補助要領」については、21年12月末をもって廃止済みである。 

 ・ 「永年勤続表彰要領」については、21年度末に所要の改正を行った。 

 ・ 「専門スタッフ職調整手当」については、21年度末に国家公務員と同様の規程

に改めた。 

 ・ 事業費削減の評価については、外的要因による影響度合をできる限り定量的に

把握した上で行うこととした。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 評価・分析の実施状況及びその結果の業務運営への反映状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 事業評価分析は着実に進展しているが、一層の努力を期待する。 

（参考：年度計画） 

事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析を期中及び事業年度終了後に行い、その結果を着実に業務運

営に反映させる。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ７ 情報システムの整備                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確保及び業務

運営の効率化・合理化を図る観点から、システムの見直しに努める。 

併せて､信用基金における情報システムに係る情報セキュリティ水準の向上を図る。

 

中 期 計 画 主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確保及び業務

運営の効率化・合理化を図る観点から、システムの見直しに努める。 

併せて、信用基金における情報システムに係る情報セキュリティ水準の向上を図る。

 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1) 情報システムの見直し 

○ 経理システムにおいて、22年３月でサーバ機器等の保守サービスが終了すること

から、システムの安定運用、処理能力及びセキュリティの向上を図るため更新を行

うこととし、基本ＯＳ、データベースソフト等ソフトウェアのバージョンアップに

伴うシステム修正等の公募を実施（21年11月）するとともに、サーバ機器等調達業

者選定のための一般競争入札を実施（開札22年１月）し、22年２、３月にテスト処

理（新旧並行処理）を行った。（新サーバ機器等の本格稼働は、22年４月） 

 

○ 農業保証保険システムは、保険引受処理システムと保険金支払・回収処理システ

ムが別々に開発された経緯があり、一体的になっていないため、システム運用面・

保守面で非効率であること、また、「随意契約見直し計画」において、競争入札若

しくは企画競争入札に移行すること（22年度目途）とされていること等から、シス

テム機器の更新に合わせてシステムを全面的に見直し、業務処理の迅速化、効率化

及びオープン化によるコストの削減を図るため、23年２月からの本格稼働を目指し

て、オープン系システムの開発業者選定のため、総合評価落札方式による一般競争

入札を実施（開札21年６月）し、業者を決定して、開発に着手した。 

 

○ 林業業務システムは、22年２月でサーバ機器等の保守サービスが終了することか

ら、システムの安定運用、処理能力及びセキュリティの向上を図るため更新を行う

こととし、基本ＯＳ、データベースソフト等ソフトウェアのバージョンアップに伴

うシステム修正等の公募を実施（21年10月）するとともに、サーバ機器等調達業者

選定のための一般競争入札を実施（開札22年1月）し、22年３月に本格稼働した。 

また、サーバ機器等の更新に併せて、よりいっそうのシステム安定運用を図るた

め、アクティブディレクトリ（ユーザ管理及びアクセス制御機能等）の冗長化（一

部が故障しても、システムを継続利用できること）を行った。 

 

○ 各業務ごとのシステムについて、以下のような修正を行い、的確に業務に対応し

た。 

（農業） 

 ・ 保険料振込口座変更に伴う「保険料請求書」の修正（21年４月） 

 ・ 回収納付金振込口座変更に伴う「回収金納付通知書」の修正（21年５月） 

 ・ 畜産経営維持緊急支援資金等追加に伴うシステム修正（21年９月） 

 ・ 統計用資金区分設定処理手続の改善に係るシステム修正（21年９月） 

 ・ 業務概況報告書の報告内容追加に伴うシステム修正（21年10月） 

 ・ 農業保証保険取扱要領の改正に伴う「保険料請求書」等の修正（21年12月） 
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 （漁業） 

 ・ サーバ機器等の更新による基本ＯＳ、データベースソフト等ソフトウェアのバー

ジョンアップに伴うシステム修正（21年４月） 

 ・ 漁業緊急保証対策の実施に伴うシステム修正（21年６月） 

 

○ 21年４月に施行した情報化推進規程に基づき、情報化推進委員会を21年６月に開

催した。（議題は、情報システムの現状及び課題等） 

 

(2) 情報セキュリティ向上への取組 

○ 21年４月に施行した情報セキュリティ規程に基づき、情報セキュリティ担当者等

の指名、情報の格付け分類表、個人情報等機密情報へアクセスできる者の登録簿、

移送等の管理簿、電算室への入退室管理簿等を整備した。 

 

○ 21年４月に、前年度に係る保有個人情報管理状況に関する点検を実施した。（結

果は、すべて適正） 

 

○ 21年６月に、個人情報管理委員会を開催した。（議題は、保有個人情報管理状況

点検結果等） 

 

○ その他、情報セキュリティの向上のため、全部門のウィルス対策ソフトについて、

サポート契約の更新等を行った。 

 

(3) 情報システムの管理に関する基本規程の作成への取組 

 （20年度措置済み） 

○ 21年２月に、信用基金における総合的な情報管理の体系を定める情報セキュリ

ティ規程を制定した。（施行は、21年４月） 

同規程においては、①信用基金内における情報管理体制の整備、②情報の格付け

及び格付けに従ったアクセス制限、情報の取扱制限等、③信用基金の情報システム

に係るセキュリティ要件、対策等を定めている。（なお、個人情報取扱規程に定め

ていた取扱制限等のうち本規程と重複する部分については、本規程に一本化した。）

 

 

評 価 の 指 標 ○ 情報システムの見直しの状況 

○ 情報システムに係る情報セキュリティ水準の向上の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 情報システムの効率化と安全性の確保に向けて、様々な面で取り組んでいる

が、その成果については今後の推移を見守りたい。 

（参考：年度計画） 

主要な情報システムについて、コストの削減、調達における透明性の確保及び業務運営の効率化・合

理化を図る観点から、システムの見直しに努める。 

併せて、個人情報保護、情報管理の観点から信用基金における情報システムに係る情報セキュリティ

の確保に努める。 



 

29

独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ８ 調達方式の適正化                              

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 調達に係る契約については、国における取組（「公共調達の適正化について」（平

成18年８月25日付け財計第2017号財務大臣通知））等を踏まえ、次の事項を着実に実

施する。 

随意契約見直し計画に基づき、競争性のない随意契約の一般競争入札等（競争入札

及び企画競争・公募）への移行を着実に実施する。 

 

中 期 計 画 調達に係る契約については、国における取組（「公共調達の適正化について」（平

成18年８月25日付け財計第2017号財務大臣通知））等を踏まえ、次の事項を着実に実

施する。 

随意契約見直し計画に基づき、競争性のない随意契約の一般競争入札等（競争入札

及び企画競争・公募）への移行を着実に実施する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 21年度に新たに締結した契約の契約状態、件数及び金額は以下のとおりである。

 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
実績 2 6 9 32 11 38

構成比 18% 16% 82% 84% 100% 100%
実績 9 52 13 86 22 138

構成比 41% 38% 59% 62% 100% 100%
実績 1 13 7 38 8 51

構成比 13% 25% 87% 75% 100% 100%
実績 14 283 7 31 21 314

構成比 67% 90% 33% 10% 100% 100%

   ２： 一般競争等については、企画競争、公募を含む。

（単位：件、百万円）

平成20年度

平成21年度

注１：支出原因に基づくもので、予定価格が工事・製造250万円、財産の購入160万円、

 物件の借入80万円、役務の提供100万円以上の契約を対象とした。

一般競争等 随意契約 合 計

平成19年度

平成18年度

 

○ 21年度に新たに締結した契約は、件数21件、金額314百万円で、契約形態別にみる

と、一般競争等は14件、283百万円、随意契約は７件31百万円である。一般競争等の

占める割合をみると、件数では67％、金額では90％となっており、20年度の一般競

争等の構成割合（件数13％、金額25％）と比較して件数、金額ともに高くなり、競

争性の高い契約の占める割合が高くなっている。 

 

○ 随意契約７件の内訳は、システムの保守等３件、監査契約１件、出向職員宿舎の

賃貸借契約２件、官報公告掲載契約１件で、このうち、システム関係は、現状にお

いて著作権等の関係からシステム開発業者と随意契約を締結する必要があるが、今

後、仕様書、マニュアル等の整備を図った上で次期システムへの移行時等条件が整

備された段階で、逐次、一般競争等を導入することとし、それまでの間は、著作権

者を明らかにし同者の許諾が必要である旨を示した上で、必要な技術等を明示した

上で参加者を募る公募を行うこととしている。また、出向職員宿舎の賃貸借契約に

関しても公募を行う。 

なお、監査契約については、主務大臣が会計監査人を選任するため、契約の性質

または目的が競争を許さない契約であることから、随意契約としている。 

 

○ 21年度に実施した一般競争（総合評価落札方式を含む）は11件で、これに係る応
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札者数は下表のとおり、いずれも複数者の応札であった。 

また、落札率をみると、90％台が２件、70％台以下が９件であり、実質的な競争

性も確保されている。 

 

一般競争に係る応札者数調べ（平成21年度） （単位：件）
応札者数 １者 ２者 ３者 ４者 ５者以上 合計

件数 0 1 3 3 4 11

一般競争に係る落札率調べ（平成21年度） （単位：件）
落札率 100% 90％台 80％台 70％台 合計
件数 0 2 0 9 11  

 

○ 「独立行政法人における契約の適正化について（依頼）」（20年11月14日総務省

行政管理局長事務連絡）に基づき、21年８月26日付で契約事務取扱細則を改正し、

予定価格の作成・省略に関する定め、総合評価方式及び複数年度契約に関する定め

について、明確に定めた。 

また、作成等を省略する場合において、省略できる基準を国と同額の基準とした。

 

○ １者応札、１者応募とならないよう応札者等の数を増やし実質的に競争性を高め

ることとし、具体的取組方策を信用基金のホームページに掲載した。（21年７月23

日） 

なお、21年７月以降、一般競争に係る公告は、信用基金のホームページ、掲示版

のほか全国中小企業団体中央会のホームページへも掲載することとした。 

 

○ 契約事務を適切に実施するため契約事務取扱細則において明確に定めるととも

に、下記のマニュアルを制定した。（21年８月26日） 

 ・ 公募による契約手続きマニュアル 

 ・ 企画競争による契約手続きマニュアル 

 ・ 複数年契約マニュアル 

 ・ 総合評価による契約手続きマニュアル 

 

○ 23年２月の本格稼働を予定している「農業保証保険システムオープン化開発業務」

に関し、21年６月に総合評価落札方式による一般競争入札を実施した。 

 

○ 総合評価落札方式の拡大を図るため、「総合評価による契約手続きマニュアル」

を制定した。（21年８月26日） 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 随意契約見直し計画の実施状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 随意契約の比率が順次減少してきており、評価できるが、「競争性」「透明

性」を高めるための一層の努力を期待したい。 

（参考：年度計画） 

随意契約見直し計画に基づき、競争性のない随意契約の一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公

募）への移行を着実に実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ８ 調達方式の適正化                              

  小項目：                                          

 

中 期 目 標  契約審査委員会の活用等により、随意契約の理由が妥当か、一般競争入札等が真に

競争性・透明性が確保される方法により実施されているか等契約の適正な実施を図る。

 

中 期 計 画 契約審査委員会の活用等により、随意契約の理由が妥当か、一般競争入札等が真に

競争性・透明性が確保される方法により実施されているか等契約の適正な実施を図る。

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 契約審査会及び競争参加者資格審査委員会の開催状況 

 ・ 随意契約見直し計画の進捗状況を管理するため、契約審査会を開催した。（21

年７月） 

 ・ 競争参加者資格審査のため審査委員会を開催した。（21 年 11 月） 

 

○ 契約審査会設置要領を改正（21 年 11 月）し、対象案件を少額随意契約等を除く全

ての随意契約に拡大した。 

また、競争参加者資格審査委員会設置要領を改正（21 年 11 月）し、審査案件をこ

れまで 600 万円以上の競争契約から全ての競争契約に拡大した。 

なお、両委員会とも、審査体制の実効性を確保するため、審査結果を速やかに理

事長へ報告するよう設置要領を改正した。（21 年 11 月） 

 

○ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（21 年 11 月 17 日閣議決定）

に基づき、監事及び外部有識者によって構成する契約監視委員会を設置し、22 年２

月10日に契約監視委員会を開催し、随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、

一般競争入札等についても真に競争性が確保されているか点検を行った。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 適正な契約の実施状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 契約審査会の開催によって契約形態の妥当性が審議され、契約監視委員会に

よって一般競争入札の競争性や随意契約について点検が行われていることを評

価するものの、一層の努力を期待する。 

（参考：年度計画） 

契約審査委員会の活用等により、随意契約の理由が妥当か、一般競争入札等が真に競争性・透明性が

確保される方法により実施されているか等契約の適正な実施を図る。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ８ 調達方式の適正化                              

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップ

を実施する。 

 

中 期 計 画 随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップ

を実施する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 契約情報取扱公表要領に基づき、予定価格が一定額を超える契約について、契約

締結日から 10 日以内に公表している。 

 【公表する契約】 

   工事又は製造の場合・・・予定価格 250 万円以上  

   財産の購入・・・・・・・予定価格 160 万円以上 

   賃貸・・・・・・・・・・予定価格 80 万円以上 

   その他役務・・・・・・・予定価格 100 万円以上 

 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 随意契約見直し状況の公表及びフォローアップの状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 随意契約見直し状況の公表等は一定の評価ができる。 

（参考：年度計画） 

随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップを実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置            

 中項目： ８ 調達方式の適正化                              

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェッ

クを受ける。  

 

中 期 計 画 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェッ

クを受ける。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 会計監査人による期中監査（21 年 10 月５日～９日及び 13 日～16 日並びに 22 年

２月１日～５日及び３月１日～５日）、理事者ディスカッション（21 年 11 月 16 日）

及び期末監査（22 年５月 17 日～６月８日）が実施された。 

 ① 期中監査 

   各勘定ごとに 21 年４月から 22 年１月までの期中取引について、各種証憑類の

金額突合等により、取引の実在性、帳簿記入の正確性、内部統制の有効性等につ

いての検証が行われたが、特段の指摘はなかった。 

また、農業、林業及び漁業の業務に係る情報システムについて、内部統制の整

備運用状況の評価が行われたが、特段の指摘はなかった。 

 ② 理事者ディスカッション 

   会計監査の実施に際しての監査リスクの特定・評価に役立て、効率的な会計監

査の実施につなげることを目的として、基金の概要、運用方針及び内部統制に対

する取組みや運営上の課題、財務諸表に重要な影響を与える不正及び誤謬等の防

止についての取組状況等について、理事者とのディスカッションが行われた。 

 ③ 期末監査 

   各勘定ごとに 22 年２月から 22 年３月までの期中取引及び決算整理事項につい

て、各種証憑類の金額突合等により、取引の実在性、帳簿記入の正確性、内部統

制の有効性等についての検証並びに財務諸表の表示についての検証が行われた

が、特段の指摘はなかった。 

 

○ 監事監査実施要領第 12 条（22 年４月８日付改正）に基づいて、契約に関する決裁

文書を監事へ回付し、契約の適切性等をチェックする体制とした。 

 

○ 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（21 年 11 月 17 日閣議決定）

を踏まえて 22 年１月「契約監視委員会」を設置し、同年２月に第１回契約監視委員

会を開催し、随意契約事由及び契約価格の妥当性、一般競争入札契約について競争

性が確保されているか等の観点から点検・見直しを行った。契約監視委員会委員名

簿及び審議結果については、ホームページに掲載済みである。 

 

○ 監事と会計監査人とのディスカッションを 21 年 11 月、22 年 ２月及び３月に 21

年度期中監査の計画及び実施状況について、22 年５月及び６月に 21 年度監査結果の

取りまとめについて実施した。また、監事と理事者とのディスカッションを 21 年度

臨時監査結果（21 年 12 月）の取りまとめについて、21 年度定例監査結果（22 年６

月）の取りまとめについて実施した。 

 



 

34

○ 監事による 21 年度臨時監査（21 年 11 月 16 日～20 日）及び 21 年度定例監査（22

年 5 月 10 日～12 日、19 日～25 日）が実施された。 

① 21 年度臨時監査 

内部統制、人材の有効活用、保有資産（宿舎）の管理、危機管理態勢、及び余

裕金運用管理態勢について検証が行われ、業務等については法令等に準拠し、適

正に処理されているものと認められること、また、内部統制の強化を図るべく諸

規程及び体制の整備が進められているが、今後さらに役職員に対する周知徹底な

ど、内部統制の一層の強化に向けた取り組みを期待すること等の監査結果が示さ

れた。 

② 21 年度定例監査 

重要な決裁書類等を閲覧し、各部門責任者からは業務処理の状況を聴取及び必

要に応じて書面、証憑書類等の提出を求める等により主要な業務及び財産の状況

を調査され、財務諸表、利益の処分又は損失の処理に関する書類、決算報告書、

事業報告書は適正に作成されていること、役職員の職務遂行に関する不正の行為

又は関係諸法令に違反する重大な事実は認められないこと、監査法人による監査

の方法及び結果は相当であること等の監査結果が示された。 

 

○ 随意契約から競争入札へ移行するための進捗状況（随意契約見直し計画の実施状

況）について、22年５月に監事監査が行われた。 

 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 入札・契約についての監事及び会計監査人による監査の実施状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 入札・契約について、会計監査人による期中監査、期末監査など、民間企業

に類似した監査が行われているほか、監事による内部監査や契約監視委員会に

よるチェックなど、多面的にチェックがなされており、一定の評価ができる。

（参考：年度計画） 

監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを受ける。
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                     

 中項目： １ 事務処理の迅速化                              

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 保険引受審査・保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内容に応じ、

利用者の利便性の向上に資する観点から、標準処理期間内に案件の８割以上を処理す

る。  

 

中 期 計 画 保険引受、保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内容に応じ、利

用者の利便性の向上に資する観点から、以下の標準処理期間内に案件の８割以上を処

理する。なお、処理期間の検証を行い、必要に応じて見直す。 

ア 保険通知の処理・保険料徴収  

                        月次処理 

イ 保険金支払審査        27日 

ウ 納付回収金の受納   月次処理 

エ 保証審査           ７日 

オ 代位弁済          150日 

カ 貸付審査 

   農業長期資金 

        償還日と同日付貸付 

   農業短期資金 

月３回（５のつく日） 

    林業             ３日 

   漁業長期資金 

        償還日と同日付貸付 

   漁業短期資金          ８日  

 

 

業 務 の 実 績 ○ 各業務に関し、実際の全処理件数に対する標準処理期間内に処理された件数の割

合は、以下のとおりであり、全てについて目標（８割以上）を上回る結果となった。

今後とも処理の迅速化に努める。 

 

 

全処理件数 標準処理期間 標準処理期間

内の処理件数 内の処理割合

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ÷Ａ）

保険通知の処理・保険料徴収 77,950件 77,862件 99.9%

保険金支払審査 2,696件 2,666件 98.9%

納付回収金の受納 66,367件 66,367件 100.0%

農業長期資金の貸付審査 235件 235件 100.0%

農業短期資金の貸付審査 88件 88件 100.0%

保証審査 1,945件 1,758件 90.4%

代位弁済 86件 82件 95.3%

貸付審査 40件 40件 100.0%

保険通知の処理・保険料徴収 38,342件 38,342件 100.0%

保険金支払審査 135件 134件 99.3%

納付回収金の受納 9,773件 9,773件 100.0%

漁業長期資金の貸付審査 287件 287件 100.0%

漁業短期資金の貸付審査 5件 5件 100.0%

漁業

（処理状況）

農業

林業
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○ 標準処理期間の検証を以下の通り行った。  

  

標準処理期間の見直しの検討

ア 保険通知の処理は基金協会の前月引受分について一括で処
理し、この処理により速やかに保険料徴収を行っているが、これ
を変更することは基金協会のシステムを大幅に変更することにな
りコスト面で困難であること及び基金協会の事務処理の増大を
伴うことから現行通りの対応が必要である。

イ 保険金の支払いは、約款により受付の日から30日以内に支払
うこととされているところ、３日前倒して標準処理期間を設定して
いる。21年度は、事前協議を多く実施したことから、平均支払期
間が農業にあっては19.9日、漁業にあっては13.5日となったもの
であり、免責審査での証拠書類等を取るのに時間を要する案件
が多数出る年もあることを考慮すると、27日の処理期間が必要
である。

ウ 納付回収金受納の処理は、基金協会の事務負担も考慮して月
次処理とし、回収金納付期限を月の下旬に定め、月１回の処理
としているところであり、現行どおりの対応が必要である。

エ 21年度は不況対応保証による保証案件が増加するなか、標準
処理期間内に９割超の処理ができたものの７日を越える案件も
増加しており、引き続き不況対応保証に取り組む今年度におい
ても、新規案件にかかる事業・財務内容等の確認時間及び増額
案件や財務悪化先にかかる担保・分割弁済交渉時間の増加、
審査協議件数の増加などにより、事務処理期間の長期化が見
込まれることから、今後とも標準処理期間として７日は必要であ
る。

21年度平均処理日数 4.4日
（７日を超えた案件：187件（9.6％））

オ （加算金の発生を伴うこともあるため、）極力標準処理期間内に
事務処理を行うよう努力しているが、先方の事情等によりやむを
得ず150日を超える案件も発生することから、標準処理期間の短
縮等は困難である。

21年度平均処理日数 平均74.1日
（全86件のうち代位弁済までに150日を超えた案件：４件）

カ 貸付審査

審査は貸付前に済ませており、償還日と同日付で貸し付けて
おり、これ以上短縮できない。

短期資金については、基金協会の代位弁済の支払財源として
貸し付けるもので、融資機関は延滞発生から原則３ヶ月を経過し
た後でないと基金協会に対する代位弁済の請求権は発生しない
ため、借入申込の締切日までに申し込まれた案件について、月
３回（５の付く日）の貸付で対応は可能である。また、基金協会か
ら更なる迅速化の要望もない。

21年度の処理期間は２日以内が約88％だが、受付のタイミン
グや案件の内容により３日かかったものが約12％となっているこ
とから、今後とも標準処理期間としては３日は必要である。

審査は貸付前に済ませており、償還日と同日付で貸し付けて
おり、これ以上短縮できない。

21年度の平均処理期間は、5.6日であった。受付のタイミングや
案件の内容により、処理に８日かかる案件も想定されていること
から、今後とも標準処理期間として８日は必要である。

林業

・標準処理期間
３日

 ・21年度実績
1.9日

漁業長期資金

・標準処理期間
償還日と同
日付貸付

  ・21年度実績
償還日と同
日付貸付

漁業短期資金

・標準処理期間
８日

  ・21年度実績
5.6日

保証審査

・標準処理期間
７日

・21年度実績
林業：4.4日

代位弁済

・標準処理期間
150日

・21年度実績
林業：74.1日

農業長期資金

 ・標準処理期間
償還日と同
日付貸付

  ・21年度実績
      償還日と同

日付貸付

項目

保険通知の処理・保険
料徴収

・標準処理期間
月次処理

・21年度実績
  月次処理

保険金支払審査

・標準処理期間
27日

・21年度実績
農業：19.9日
漁業：13.5日

納付回収金の受納

・標準処理期間
月次処理

・21年度実績
月次処理

農業短期資金

・標準処理期間
月３回
（５のつく日）

  ・21年度実績
月３回
（５のつく日）
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評 価 の 指 標 ○ 標準処理期間内の事務処理の達成度合（８割以上） 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 目標は達成されているが、標準処理期間を不断に検証していくことを期待す

る。 

（参考：年度計画） 

保険引受、保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内容に応じ、利用者の利便性の向

上に資する観点から、以下の標準処理期間内に案件の８割以上を処理する。なお、処理期間の検証を行

い、必要に応じて見直す。 

ア 保険通知の処理・保険料徴収  

                       月次処理 

イ 保険金支払審査        27 日 

ウ 納付回収金の受納   月次処理 

エ 保証審査           ７日 

オ 代位弁済          150 日 

カ 貸付審査 

   農業長期資金 

           償還日と同日付貸付 

   農業短期資金 

         月３回（５のつく日） 

   林業              ３日 

    漁業長期資金 

            償還日と同日付貸付 

   漁業短期資金          ８日 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                      

 中項目： １ 事務処理の迅速化                               

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  基金協会等関係機関との間で、保険引受審査、保険金支払審査等に係る情報の共有、

意見調整を着実に行う。 

 

中 期 計 画 基金協会等関係機関との間で、保険引受、保険金支払審査等に係る情報の共有、意

見調整を着実に行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1)農業信用保険業務 

○ 基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議 

 ・ 保証要綱等の制定・改正を行う基金協会について、基金協会からの資料提出及

び対面により協議を実施した。（66 協議）（20 年度 65 協議） 

 

○ 大口保険引受案件等の事前協議 

 ・ 大口保険引受案件事前協議件数は 600 件であった。（条件変更含む。20 年度 527

件） 

 ・ 大口保険引受案件等に係る事前協議時において、一部の案件については、基金

協会と対面での協議を実施した。（11 協会）（20 年度 10 協会） 

 ・ 20 年４月より部分保証となった家畜飼料特別支援資金について、116 件打ち合

わせた。（畜特資金１件、農業経営負担軽減支援資金２件。20 年度は、農業経営

負担軽減支援資金１件、畜特資金９件、家畜飼料特別支援資金 120 件） 

 

○ 大口保険金請求案件の事前協議 

 ・ 大口保険金請求対象案件 25 件について、すべて事前協議を実施した。（20 年度

34 件） 

 ・ 基金協会から提出された協議資料の内容について記載事項及び免責事項の検証

を行っており、代位弁済の妥当性や回収見込み等について当該協会との間で認識

の共有に努めている。 

 

○ 求償権に関する情報の共有 

現地協議において、保険金残高が１千万円以上の大口求償債務者の回収見込額

及び回収経過等についてヒアリングを行い、情報の共有に努めている。（現地協

議実施協会：延べ９協会） 

 

(2)漁業信用保険業務 

○  大口保険引受案件等の事前協議 

 ・ 大口保険引受案件事前協議件数は 48 件であった。（20 年度 29 件） 

 ・ 大口保証引受案件に係る基金協会との事前協議に際し、基金協会から提出され

た協議資料の内容について照会・確認しながら協議を実施した。協議結果につい

ては、必要に応じ保証条件等に係る申し送り事項を付し当該協会との間で認識の

共有に努めている。（申し送り案件：２件）（20 年度１件） 
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○ 大口保険金請求案件の事前協議 

 ・ 大口保険金請求対象案件 106 件について、すべて事前協議を実施した。（20 年

度 109 件） 

 ・ 基金協会から提出された協議資料の内容について記載事項及び免責事項の検証

を行っており、代位弁済の妥当性や回収見込み等について当該協会との間で認識

の共有に努めている。 

 

○ 求償権に関する情報の共有 

 ・ 基金協会から 21 年３月末現在の「求償権分類管理表」及び 21 年９月末現在の

「求償権回収進捗状況表」の提出を受け、回収見込額及び回収経過等についての

情報の共有に努めている。（個別協議実施協会：延べ 26 協会）（20 年度延べ 27

協会） 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 基金協会等関係機関との情報の共有、意見調整の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 基金協会等関係機関との事前協議や情報の共有については一定の評価ができ

る。 

（参考：年度計画） 

農業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議を実施するとともに、大

口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を実施する。 

漁業信用保険業務において、基金協会との大口保証引受案件及び大口保険金請求案件についての事前

協議や求償権に関する情報の共有化を実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                       

 中項目:  １ 事務処理の迅速化                                  

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  専決権限の弾力化、意思決定や業務処理の方法の見直しを行う。 

 

中 期 計 画 専決権限の弾力化、意思決定や業務処理の方法の見直しを行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険業務において、畜産特別資金融通事業実施要領の制定、21 年度補正

予算で措置された畜産経営維持緊急支援資金等の施行に伴うコードの追加及び保険

料率の明確化を図るため、農業保険取扱要領について 21 年６月、９月に改正を行っ

たほか、農業保証保険通知書等の電磁的記録媒体による通知に係る事務処理につい

て、事務処理の明確化を図るため、従来の農業保証保険通知書等の磁気テープ等に

よる通知に関する処理手続他８本を廃止し、農業保険取扱要領の改正を 21 年 11 月

に行い、要領の一覧性を高めた。 

また、要領等の一本化を行い事務処理の明確化を図るため、農業融資資金貸付要

領等の全面的見直しを行い、新たな農業融資資金貸付要領を 21 年 9 月に制定したほ

か、21 年 12 月に中小企業者金融円滑化法の施行を踏まえ、基金協会における法の適

切な実施が図れるよう、信用基金における審査について弾力的に行う旨、通知した。

 

○ 林業信用保証業務において、21 年５月に 21 年度補正予算に基づく新たな保証

（フォレストサポート保証）の実施に必要な林業信用保証業務細則等について、事

務処理の簡素化に配慮しつつ、改正を行ったほか、21 年 12 月に中小企業者金融円滑

化法の施行を踏まえ、窓口の設置や主務省への報告等の保証業務における対応につ

いて内部規程を定めた。 

また、22 年１月に 21 年度二次補正予算に基づく新たな保証（林業・木材産業経営

安定化保証）の実施に必要な林業信用保証業務細則等の改正を行った。 

 

○ 漁業信用保険業務において、21年４月及び５月に「漁業保証保険取扱要領」を改

正し、事務処理の簡素化に配慮しつつ、漁業緊急保証対策の実施に伴う様式の一部

改正等を行った。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 専決権限の弾力化、意思決定や業務処理の方法の見直し状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 事務処理など手続きに関する実施要領や内部規制の見直しが行われたが、そ

れが専決権限の弾力化とどのように関係しているか、明らかでない。 

（参考：年度計画） 

事務手続の明確化・簡素化など、業務処理の方法の見直しを行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                     

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映        

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や成果について、

国民一般や利用者を対象に、図表なども含めて分かりやすい形で幅広く周知するなど

情報開示の充実を促進する。 

 

中 期 計 画 信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や成果について、

国民一般や利用者を対象に、図表なども含めて分かりやすい形で幅広く周知するなど

情報開示の充実を促進する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 情報の提供については、利用者や国民一般に対して、分かりやすく信用基金の業

務内容等が提供できるよう、21 年度版パンフレットを 21 年６月に作成し、全国会議

等の場で配布し、周知を図った。 

また、前年度のホームページアクセス分析において、パンフレットの人気が高かっ

た（第３位）ことから、速やかに 21 年度版への更新を行った。（21 年６月 26 日）

 

○ その他ホームページについて、次の更新等を行った。 

 ・「フォレストサポート保証の概要」を掲載              ６／２ 

 ・「理事長挨拶」、「地図」を更新                  ６／26 

 ・「農業経営維持支援緊急保証業務のご案内」（パンフレット）を掲載 ７／13 

 ・「漁業緊急保証対策のご案内」（パンフレット）を掲載       ８／７ 

 ・「信用基金パンフレット」の軽量化及びコンパクト版を掲載      ３／16 

 

○ 公表すべき事項は下記のとおりすべて１週間以内に掲載した。 
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事 項 基準日 掲載日
職員給与規程改正 ４／１ ４／６
役員退職手当規程、職員給与規程及び職員退職手当規程改正 ６／23 ６／23
役職員の報酬・給与 ６／30 ６／30
役員の退任・任命 ７／14 ７／17
役員の退任・任命 ８／１ ８／３
職員給与規程改正 ８／24 ８／26
独立行政法人評価委員会の評価結果（財務省） ８／24 ８／28
独立行政法人評価委員会の評価結果（農林水産省） ８／31 ９／７
役員の退任・任命 ９／１ ９／１
20年度決算及び財務諸表 ９／14 ９／16
役員の退任・任命 10／１ 10／２
１９事業年度評価結果の主要な反映状況 10／21 10／21
役員給与規程及び職員給与規程改正 12／１ 12／４
役員給与規程改正 １／１ １／５
役員の退任・任命 １／12 １／12
役員の退任 １／21 １／21
役員の退任・任命 ２／15 ２／15
22年度年度計画 ３／31 ３／31
職員給与規程改正 ３／31 ４／２  
 

○ 21年度のホームページアクセス件数は、81,596件（20年度 61,469件）であった。

 

 

平成20年度(A) 平成21年度(B) 増減(B/A)
アクセス件数 61,469 81,596 132.7%  

 

○ ホームページで提供する情報の一層の充実を図るため、アクセスした閲覧者の検

索ワード、コンテンツごとのアクセス件数の把握などアクセス内容の分析を行った。

この結果、利用者に人気のあるページは、契約関連情報や信用基金の業務内容に関

するコンテンツであることが判明した。今後、人気のあるページをより見やすく分

かりやすい内容にするなど、利用しやすいホームページとなるように改善を図って

いくこととした。 

 

 

人気のあるページ（分析例 平成21年度）
ページの内容 プレビュー数 割合

1 トップページ 112,934 11.5%
2 契約関連情報 60,056 6.1%
3 農業信用保証保険制度のパンフレット 23,040 2.4%
4 信用基金パンフレット 18,646 1.9%
5 林業信用保証業務について 12,173 1.2%  

 

○ 前年度のホームページアクセス分析において、信用基金パンフレットの人気が高

かった（第３位）ことから、21 年度版への更新を速やかに行った。（21 年６月 26

日） 

また、信用基金パンフレットの閲覧・表示がより容易にできるようにファイル容

量の軽量化（旧 5.2MB、新 2.3MB）を図るとともに、新たにコンパクト版（893KB）

の掲載を行った。（22 年３月 16 日） 

 

○ 農業信用保険業務においては、機関誌「農業信用保証保険」により、農業信用保

険の保険引受、保険金支払・回収状況といった業務に関する情報や、経済・金融動

向、農業情勢などの一般情報を提供するほか、基金協会の現状と課題について基金
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協会からの情報を掲載した。 

このほか、農業信用保証保険事業の動向や当該年度の特徴を取りまとめた「農業

信用保証保険年報」の発行、当基金の農業部門の保険事業の概況を取りまとめた「保

険事業概況」を作成した。 

 

○ 林業信用保証業務においては、パンフレットの活用等によりＰＲ活動を推進した。

また、６月に「都道府県信用基金担当者及び相談員会議」を実施し、参加者に対し

てフォレストサポート保証の周知徹底等を依頼した。結果、21年度保証引受額は20

年度に比べて大幅に増加した。 

このほか、林野庁主催の会議、都道府県主催の林業金融関係の協議会、業界団体

の会合等の場に出席し、情報提供を行った。更に、業界紙等に保証引受の増加や新

規保証内容について７月、10月、２月に情報提供した。 

 

○ 漁業信用保険業務においては、漁業信用保険業務の事業概要をとりまとめた「業

務報告書」を作成し、21年10月に基金協会をはじめ関係機関に配布したほか、漁業

信用保険業務に関し、引受・弁済・回収状況等をとりまとめた「業務統計年報」を

作成し、21年12月に基金協会をはじめ関係機関に配布した。 

また、漁業緊急保証対策の周知のために、リーフレットを作成し基金協会をはじ

め関係機関に配布するとともに信用基金のホームページに掲載した。（21年８月）

このほか、漁業保証保険システムネットワークについて、参加基金協会の増加を

考慮し、データベースソフトウェアのライセンスを追加、同時接続可能数の充実を

図った。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ ホームページ等における情報の充実の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 ホームページ等の広報資料の充実により、情報公開が進展したことは一定の

評価ができるが、利用者の意見を取り入れるなど、一層の努力を期待する。引

き続き、関係者のニーズの把握に努め、有益な情報を理解容易な形で迅速に提

供していただきたい。 

（参考：年度計画） 

信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や成果について、ホームページを

活用して、国民一般や利用者を対象に、図表なども含めて分かりやすい形で幅広く周知するなど情報開

示の充実を促進する。 

各業務において、保険引受等の情報・データの取りまとめ、基金協会等関係機関への提供、パンフレッ

ト等を活用したＰＲ活動の推進などの情報提供に取り組む。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                     

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映        

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・業務内容等

に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 

 

中 期 計 画 信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・業務内容等

に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 財務内容等の一層の透明性の確保に向けて、ホームページにおいて以下の情報を

掲載した。 

 ・ 財務諸表について、セグメント毎の財務諸表と併せて、決算概要を説明をした

資料を掲載。（18年度決算から掲載） 

 ・ 決算情報について、経年比較や財務分析指標を掲載。（18年度決算から掲載）

 ・ 事業報告書において、セグメント事業損益の経年比較・分析、セグメント総資

産の経年比較・分析、セグメント毎の財源構造、セグメント毎の財務データ及び

業務実績報告書と関連付けた事業説明を掲載。（19年度決算から掲載） 

 

 

 

評 価 の 指 標 ○ セグメント情報の開示の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 ホームページにおいて、セグメント情報の開示が適切に行われており、一定

の評価ができるが、一層の努力を期待する。 

（参考：年度計画） 

信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、ホームページを活用して、決算情報・業

務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため 

とるべき措置                                     

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映        

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他の勤務条件を公表するよう努

める。 

 

中 期 計 画 特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他の勤務条件を公表するよう努

める。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 20年４月から、信用基金のホームページに掲載している。 

評 価 の 指 標 ○ 職員の勤務条件の公表状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 ホームページにおいて、職員の勤務条件が適切に掲載されており、一定の評

価ができる。 

（参考：年度計画） 

職員の勤務時間その他の勤務条件を規定した就業規則を公表する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置                                     

 中項目： ２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映        

 小項目：                                          

 

中 期 目 標 信用基金の利用者の意見募集を幅広く定期的に行い、業務運営に適切に反映させる。

 

中 期 計 画 アンケート調査等の実施により、信用基金の利用者の意見募集を幅広く定期的に行

い、業務運営に適切に反映させる。また、苦情への適切な対応を行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1) アンケートの実施及び業務への反映 

 アンケートのほか、会議における意見交換等により、以下のとおり、農業保険取扱

要領の改正等業務の参考とした。 

○ 信用基金のホームページに「お問い合せ」欄を設けている。 

 

（農業信用保険業務） 

○ 基金協会及び農林中央金庫の代表を構成員とする「農業信用保険運営協議会」を

21 年６月及び 22 年３月に開催し、20 年度決算、22 年度年度計画及び農業信用保険

業務の状況等について説明し、意見交換を行った。 

 

○ 21 年度補正予算で措置された農業経営維持支援緊急保証事業等の的確な執行に資

するため、基金協会参事・事務局長会議を 21 年７月に開催し、主務省より同事業等

について説明を受けたほか、農業信用保険業務における取扱いを説明した。 

 

○ 基金協会を通じ、全国 106 農協に対するアンケート調査及び保証利用金融機関に

対するアンケート調査を 21 年 12 月に実施した。 

 

（林業信用保証業務） 

○  ６月及び 12 月に林業・木材産業者を対象に「林材業の業況動向調査」を実施し、

売り上げや資金繰り、設備投資等の実績と見通しについて尋ねたところ、業況は依

然として厳しい状況が続いていることが明らかになり、これらの結果をとりまとめ、

保証利用者、都道府県及びマスコミに配布して周知を図った。 

 

（漁業信用保険業務） 

○ アンケートの実施 

 ・ 漁業緊急保証対策の実施に伴い、各県域における保証見込みや県単資金創設等

の検討状況について６月及び８月に各基金協会にアンケート調査を実施し、資金

需要の把握に努めるとともに、県単資金創設等に向けた県等への要望資料として

活用できるよう概要を取りまとめ基金協会に配布した。 

 

○ 意見の聴取 

 〔漁業信用保険連絡協議会の開催］ 

 ・ 漁業関係団体、農林中央金庫及び（社）漁業信用基金中央会を構成員とする「漁

業信用保険連絡協議会」を 21 年７月に開催し、20 年度決算や漁業信用保険業務の
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現況等について説明し、意見交換を行った。主な意見は、中小漁業関連資金融通

円滑化事業の「漁協経営改革支援資金」について、県負担がなくなることで、今

後の利用について県の反応はどうか等であった。 

 〔ブロック会議への出席〕 

 ・ 21 年７月～11 月に開催された基金協会主催のブロック会議に出席し、20 年度決

算や漁業信用保険業務の現況等について説明し、意見交換を行った。 

 〔漁業緊急保証対策事業実務者打合せ会、県域意見交換会への出席〕 

 ・ 漁業緊急保証対策事業実施に向けた関係機関との実務者打合せ会に出席し、ど

のような融資・保証を行うと漁業者のために有効であるかについて、情報の共有

化を図った。（５月～７月、３回） 

 ・ また、同事業の実施に伴い、県域意見交換会に出席し、意見交換を行った。（５

月～８月、12 回）主な意見は、「緊急保証に乗り換えるものばかりだと、来年度

以降通常の保証が減る可能性がある。」、「本対策を最大限活用したい。」等で

あった。 

 〔全国漁業信用基金協会常勤役員・参事会議の開催〕 

 ・ 22 年３月に、（社）漁業信用基金中央会と共催で開催し、漁業信用保険業務の

概況等について説明し、水産庁担当者を交え、基金協会役員等との意見交換を行っ

た。基金協会から、漁業緊急保証対策事業の事前協議について、大口保険引受案

件事前協議の基準に該当しない案件の取扱い等について質問があり、当方から、

基準に該当しない案件は事前協議の対象とはならないが、個別に事前相談として

受け付けている旨回答した。 

 

(2) 苦情への対応・体制の整備 

○ 苦情等対外的な問い合わせについては、苦情対応要領を作成し、対応している。

同要領の精神は、苦情等対外的な問い合わせに対し、信用基金の好感度の維持の精

神をもって対応することである。 

 

○ また、22 年１月に苦情の定義を「信用基金に対する不平・不満」であることを明

確にし、具体例を「保証・保険申込に対する回答が遅い旨の不平・不満」等例示し、

苦情がないか役職員に改めて周知した。 

 

○ 21年度の苦情に該当するような事案はなかった。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ アンケートの実施及び業務への反映状況 

○ 苦情への対応状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 アンケートの実施は評価できるが、農家、漁業者、林業者、あるいは一般金

融機関などへのアンケートや聞き取りが欲しい。また、利用者からの意見聴取

や意見交換は行われているが、業務運営にどのように反映されているのか明ら

かではない。 

（参考：年度計画） 

アンケート調査等の実施により、信用基金の利用者の意見を聴取するとともに、潜在的利用者等につ

いても意向を把握し、業務運営に適切に反映させるよう努める。また、独立行政法人農林漁業信用基金

苦情対応要領に基づき、苦情への適切な対応を行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： １ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定                  

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 保険料率・保証料率については、適正な業務運営を行うことを前提として、農林漁

業の特性を踏まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。 

ア 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、業務収支の改善に向け、制

度資金の政策効果の発揮や農業者・漁業者の負担増加にも配慮しつつ、保険事故

の発生状況や保険収支の実績等に関する保険料率算定委員会での検討結果を踏ま

え、平成20年度から保険料率の見直しを実施する。 

 

 

中 期 計 画 保険料率・保証料率については、農林漁業の特性を踏まえつつ、引受審査能力の向

上等により事故率が過大とならないよう適正な業務運営を行うことを前提として、リ

スクを勘案した水準に設定する。 

① 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、業務収支の改善に向け、制

度資金の政策効果の発揮や農業者・漁業者の負担増加にも配慮しつつ、保険事故

の発生状況や保険収支の実績等に関する保険料率算定委員会での検討結果を踏

まえ、平成20年度から保険料率の見直しを実施する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1)農業信用保険業務 

（20年度措置済み） 

○ 18年度の保険料率算定委員会と19年度の農業信用保証保険事業・組織問題検討会

（３回開催）における検討、主務省評価委員会における審議を経て、20年３月に業

務方法書の変更として主務大臣の認可を得てリスクを勘案した保険料率の改定が行

われ、20年７月からの新規引受分について新たな保険料率を適用した。 

 

(2)漁業信用保険業務 

（20年度措置済み） 

○ 漁業保証保険について、独立行政法人整理合理化計画を踏まえ、制度資金の効果

の発揮や漁業者負担の激変緩和など、政策的に配慮しつつ、事業交付金措置や厳正

な引受審査等の収支改善努力と併せて収支が均衡するよう、20年３月に業務方法書

を主務大臣の認可を得て変更して保険料率の改定を行い、20年４月からの新規引受

分について新たな保険料率を適用した。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における平成20年度の保険料率の見直し

状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 保険料率の見直しは評価できるが、リスクの正確な把握など、一層の努力を

期待する。 

（参考：年度計画） 

保険料率・保証料率については、農林漁業の特性を踏まえつつ、引受審査能力の向上等により事故率

が過大とならないよう適正な業務運営を行うことを前提として、リスクを勘案した水準に設定する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： １ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定                  

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 保険料率・保証料率については、適正な業務運営を行うことを前提として、農林漁

業の特性を踏まえつつ、リスクを勘案した適切な水準に設定する。 

イ 上記アの見直しの実施後においても、引き続き、業務収支の状況や保険料率・

保証料率水準を点検し、必要に応じて、リスクを勘案して保険料率・保証料率の

見直しを行う。 

 

中 期 計 画 保険料率・保証料率については、農林漁業の特性を踏まえつつ、引受審査能力の向

上等により事故率が過大とならないよう適正な業務運営を行うことを前提として、リ

スクを勘案した水準に設定する。 

上記①の見直しの実施後においても、引き続き、業務収支の状況や保険料率・保証

料率水準を点検し、必要に応じて、リスクを勘案して保険料率・保証料率の見直しを

行う。 

 

業 務 の 実 績 (1)農業信用保険業務 

○ 今年度は、21年12月及び22年３月に保険料率算定委員会を開催し、「20年７月に

改正した保険料率を基礎とした理論値」と「20年度保険事業実績を加えて算定した

理論値」について比較分析を行ったが、その結果、一部の資金について、両理論値

に乖離がみられた。これは原油価格や飼料価格の高騰等に起因した乖離とみられる

が、20年度に保険料率を改正したところであり、また、現在の経済情勢、農業情勢

を勘案すると直ちに保険料率の見直し（引上げのみ）をするような状況にはないこ

とから、今後の経済情勢、農業情勢などの変化による保険引受、回収、保険金支払

等の保険事業の推移を見守りつつ、主務省と協議しながら総合的に検討を行ってい

くこととした。 

 

(2)林業信用保証業務 

○ 今年度は、22 年２月に保証料率算定委員会を開催し、19 年 10 月改訂時の考え方

に即して、最近の実績を加味した理論値と保証引受に基づく実績値等について比較

を行い、これらに影響を及ぼしている要因について分析を行った。その結果、20 年

度に代位弁済が増加したこと、21 年度補正予算に基づく新たな保証の引受が拡大し

料率の低い者が相対的に増えたこと等の影響が見られた。今後については、景気の

動向や21年度二次補正に基づく新たな保証の引受状況等が被保証者の財務内容や適

用される料率に影響を及ぼすと考えられること等から、当面は現行の体系と水準を

維持し、影響を及ぼす各因子の動向を注視することとした。 

 

(3)漁業信用保険業務 

○ 今年度は、22年３月に保険料率算定委員会を開催し、「20年４月に改正した保険

料率を基礎とした理論値」と「20年度保険事業実績を加えて算定した理論値」につ

いて比較分析を行ったが、その結果、両理論値に若干の乖離がみられた。これは20

年度に遠洋まぐろはえ縄漁業において多額の代弁が発生したこと等に起因したもの

であり、21年度は多額の代弁が発生しなかったことや、漁業緊急保証対策の実施に

より保証保険引受額が増加し、単年度の保険収支は、20年度と比し大きく改善する

ことが見込まれること等から、現時点においては、保険料率は据置くこととし、引

続きその状況を注視することとした。 

 



 

50

評 価 の 指 標 ○ 保険料率・保証料率算定委員会の開催及び保険料率・保証料率の見直しの検討状

 況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 長期的な制度の安定を見据えての料率の設定を常に考えるべきであり、基本

的な対応姿勢は評価できるが、適正な資源配分のためには、可能な限りその時々

の経済情勢等に対応したリスクプレミアムを算定する必要があり、一層の努力

を期待する。 

（参考：年度計画） 

保険料率・保証料率については、農林漁業の特性を踏まえつつ、引受審査能力の向上等により事故率

が過大とならないよう適正な業務運営を行うことを前提として、リスクを勘案した水準に設定する。 

このため、引き続き、業務収支の状況や保険料率・保証料率水準を点検し、必要に応じて、リスクを

勘案して保険料率・保証料率の見直しを行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： １ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定                  

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 基金協会及び共済団体等に対する貸付金利（低利預託原資貸付に係るものを除く。）

については、貸付目的､ 市中金利等を考慮した適切な水準に設定する。 

 

中 期 計 画 基金協会及び共済団体等に対する貸付金利（低利預託原資貸付に係るものを除く。）

については、貸付目的､ 市中金利等を考慮した適切な水準に設定する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険業務においては、基金協会の保証能力の維持増大及び保証債務の円

滑な履行に資するために行っている基金協会への貸付金の金利については、

0.0325％～0.1385％で、市中金利の動向等を参考とし、323件の貸付を実行した。（20

年度の貸付金利は、0.0780％～0.2155％、貸付件数292件） 

 

○ 漁業信用保険業務においては、基金協会の保証能力の維持増大及び保証債務の円

滑な履行に資するために行っている基金協会への貸付金の金利については、0.030％

～0.132％で、市中金利の動向等を参考とし、292件の貸付を実行した。（20年度の

貸付金利は、0.0675％～0.2160％、貸付件数327件） 

 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 基金協会に対する貸付金利の設定状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 農業信用保険、漁業信用保険業務における貸付金利の設定は、日銀金利と連

動するものとされており、市場金利と連動するように設定されている。 

（参考：年度計画） 

基金協会及び共済団体等に対する貸付金利（低利預託原資貸付に係るものを除く。）については、以

下のとおり、貸付目的、市中金利との兼ね合い等を考慮した適切な水準に設定する。 

農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における貸付金利は、日本銀行が作成する「預金種類別店頭

表示金利の平均年利率等について」における預入期間ごとの利率のうち、貸付期間に対応するものに 1/2

を乗じて得た率とする。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 農業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議を実施

するとともに、大口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を実施する。 

  

 

中 期 計 画 農業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議を実施

するとともに、大口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を実施する。 

 

 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 引受審査の厳格化 

 ・ 大口保険引受案件事前協議件数は、600件（条件変更含む。）であった。（20年

度527件） 

 ・ 大口保険引受案件等に係る事前協議時において、一部の案件については、基金

協会と対面での協議を実施した。（11協会）（20年度10協会） 

 ・ 個別案件については、被保証者の財務内容、資金の償還可能性等を総合的に勘

案した協議を実施しており、大口保険引受案件事前協議600件（条件変更含む。）

のうち、取り下げ15件等となった。（20年度29件） 

 

○ 部分保証の実施 

 ・ 20年４月より家畜飼料特別支援資金に部分保証が導入された。 

 ・ 部分保証の対象となる農業経営負担軽減支援資金２件、畜特資金１件、家畜飼

料特別支援資金116件について事前協議を行い、部分保証が的確に実施されている

か確認した。（20年度は、農業経営負担軽減支援資金１件、畜特資金９件、家畜

飼料特別支援資金120件） 

 

○ 大口保険金請求案件の事前協議 

 ・ 大口保険金請求対象案件25件について、すべて事前協議を実施した。（20年度

34件） 

 

○ 大口保険引受案件及び大口保険金請求案件に係る基金協会との事前協議につい

て、一層の徹底を図ることとして次のとおり19年度より実施している。 

 ・ 大口保険引受案件の事前協議について、畜特資金・農業経営負担軽減支援資金・

家畜飼料特別支援資金の対象金額を１億円から５千万円に引下げた。 

 ・ 21年６月に畜産経営維持緊急支援資金を事前協議案件として追加した。 

 ・ 大口保険金請求案件の事前協議の対象案件の要件について、従前の「法人５千

万円以上、個人３千万円以上」から、法人・個人を問わず「一律３千万円以上」

とし、審査対象案件の範囲を広げた。 

 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保険業務における基金協会との事前協議の実施状況 
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評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 基金協会との事前協議を実施し、審査の厳格化と基金協会との情報共有に努

めており、一定の評価はできる。 

（参考：年度計画） 

農業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴う協議を実施するとともに、大

口保険引受案件及び大口保険金請求案件の事前協議を実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                         

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                            

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 漁業信用保険業務において、被保証人の業務及び財務状況を踏まえた、より的確な

引受審査の実現に取り組むとともに、基金協会との大口保証引受案件及び大口保険金

請求案件についての事前協議や求償権に関する情報の共有化を推進する。 

 

中 期 計 画 漁業信用保険業務において、被保証人の業務及び財務状況を踏まえた、より的確な

引受審査の実現に取り組むとともに、基金協会との大口保証引受案件及び大口保険金

請求案件についての事前協議や求償権に関する情報の共有化を推進する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 引受審査の厳格化 

 ・ 大口保険引受案件事前協議件数は、48 件であった。（20 年度 29 件） 

 ・ 大口保証引受案件に係る基金協会との事前協議を実施した。協議結果について

は、必要に応じ保証条件等に係る申し送り事項を付している。（申し送り案件：

２件）（20 年度１件） 

 ・  大口保証引受案件事前協議について、保証保険取扱要領においては、基金協会

は信用基金に「保証決定予定日の１月前までに」協議書を提出する旨が規定され

ているが、緊急保証に係る案件については、早急に対応できるよう１月を切る案

件においても協議の受付をする旨を基金協会に通知している。 

 

○ 大口保険金請求案件の事前協議 

 ・ 大口保険金請求対象案件 106 件について、すべて事前協議を実施した。（20 年

度 109 件） 

 

○ 大口保険引受案件及び大口保険金請求案件に係る基金協会との事前協議につい

て、一層の徹底を図ることとして次のとおり実施している。 

 ・  19 年度から大口保険引受案件について、借替緊急融資資金については、保証額

に係る額の２分の１を基準額とした。 

 ・ 20 年度から、保険引受リスクの高い経営安定資金及び緊急融資資金について、

信用基金と基金協会との年度当初の保証保険契約から除外し、該当案件が生じる

度に個別に審査を行ったうえで、保証保険契約金額の変更により対応することと

した。 

※ 21 年度保証保険契約変更件数 90 件（うち緊急保証対策ではない契約変更件数

14 件、うち経営安定資金に係る個別審査３件、緊急融資資金に係る個別審査５

件） 

 

○ 求償権回収に関する事前協議 

 ・ 基金協会から 21 年３月末現在の「求償権分類管理表」の提出を受け、回収見込

額及び回収経過等についての情報を共有し、求償権の管理・回収の強化を図った。

（個別協議実施協会：12 協会）（20 年度 12 協会） 

 ・ 求償権回収の一層の促進を図るため、上半期の求償権回収実績が一定割合に満

たない協会を対象に 10～12 月にかけて求償権回収徹底に係る協議を行っている。

（個別協議実施協会：14 協会）（20 年度 15 協会） 

※ 一定割合とは、直近３カ年の全国平均値（９月末現在回収実績／年間回収見

込額）であり、21年度については45.59％である。 
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評 価 の 指 標 ○ 漁業信用保険業務における基金協会との事前協議の実施状況 

 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 基金協会との事前協議を実施し、審査の的確化のために基金協会との情報の

共有を推進するなど、一定の評価ができる。 

（参考：年度計画） 

漁業信用保険業務において、被保証人の業務及び財務状況を踏まえた、より的確な引受審査の実現に

取り組むとともに、基金協会との大口保証引受案件及び大口保険金請求案件についての事前協議や求償

権に関する情報の共有化を実施する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                             

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 信用基金職員及び基金協会向けの保証審査・求償権管理回収に係る研修会を開催す

る。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険業務においては、保証審査実務担当者研修会を 10 月 15 日～16 日の

２日間にわたり実施し、基金協会の職員 51 名が参加した。参加率は 80.9％（38 協

会／47 協会）であった。研修内容は、①貸出・保証法務の基本構造、②各種取引実

務の着眼点と法務、③グループ事例演習、④実践事例演習、であり、満足度 100％で

あった。 

また、求償権管理回収等事務研修会を９月 17 日～18 日の２日間にわたり実施し、

基金協会の職員 61 名が参加した。参加率は 98％（46 協会／47 協会）であった。研

修内容は、①求償権の管理回収事例研究、②保証に関する個人情報保護法における

債権回収の留意点について、であり、満足度 97％であった。 

 

○ 漁業信用保険業務においては、漁業部門職員を対象に保証引受審査等に資するた

め、21 年４月に、漁業信用保険制度の歩みや現状及びその運営をめぐる状況、業務

のコンプライアンス確保を習得するための研修（15 名参加）を、21 年 12 月に、「我

が国漁業の外観と今後の展望」と題し、漁業法の体系や資源管理・漁業構造のあり

方等を説明する研修（11 名参加）を実施した。 

また、21 年７月に、基金協会及び金融機関の職員を対象とする基金協会主催の研

修会に職員を講師として派遣し、漁業緊急保証対策について研修を行ったほか、22

年２月８日～９日には、基金協会及び信用基金の職員を対象として、（社）漁業信

用基金中央会との共催で「全国研修会」を開催し、基金協会の職員 47 名が参加した。

参加率は 86％（36 協会／42 協会）であった。研修内容は、①漁協への保証対応につ

いて②漁業緊急保証についてであり、基金協会の満足度を把握するアンケートを実

施した結果、77％であった。 

なお、昨年度の当該研修会のアンケート結果で満足度が低かったことに留意し、

説明方法や課題の設定等、研修内容が形骸化しないよう工夫した。また、アンケー

トにおいても、研修結果をより深く把握するため、また、来年度の研修の参考とす

るため、項目の充実を図った。 

 

評 価 の 指 標 ○ 保証審査・求償権管理回収に係る研修会の実施状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 信用基金職員および基金協会職員向け研修会については、着実に行われてお

り、一定の評価はできるが、アンケートの活用や研修成果の日常業務への反映

状況の検証などを通して、研修内容の一層の改善を期待する。 

（参考：年度計画） 

信用基金職員及び基金協会向けの保証審査・求償権管理回収に係る研修会を開催する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                             

  小項目：                                         

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 研修等による信用基金職員の資質の向上、現地協議の推進等により、信用基金の相

談機能を強化する。 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険業務においては、保険引受に関し、電話等により随時、保証引受に

かかる相談に対応し、主要相談件数は 48 件であった。（20 年度 57 件） 

また、大口保証引受案件（経営不振先）についての経営状況および期中管理等を

把握するための現地協議を６協会予定し、うち５協会と実施した。（20 年度５協会）

保険金の支払・回収に関しては、求償権の管理・回収等の強化及び事故防止等を

図るため現地協議を９協会実施した。（20 年度 10 協会）なお、基金協会からの申し

出に基づく協会との個別協議については延べ８協会実施した。（20 年度 12 協会）

基金協会からの法務相談等について、顧問弁護士に相談したり、参考文献等を活

用して５件全てに回答した。（20 年度７件） 

 

○ 漁業信用保険業務においては、求償権管理回収等事務研修会（農業第二部主催）

に職員１名を、保証審査実務担当者研修会（農業第一部主催）に職員２名を参加さ

せ、職員の資質の向上を図った。 

また、以下のとおり、基金協会と個別協議を実施し、現地協議の推進等により信

用基金の相談機能を強化した。 

 ・ 大口保証引受等に係る個別協議の実施 

   大口保証引受案件について、事前協議を実施した。（48 件）（20 年度 29 件）

 ・ 求償権管理回収等に係る個別協議の実施 

   回収目標額達成の奨励、求償債務者の回収見通し及び求償権管理回収について、

個別協議を実施した。（個別協議実施協会：延べ 26 協会）（20 年度延べ 27 協会）

 ・ 漁業緊急保証に係る保証の促進について各県域との協議の実施 

漁業緊急保証制度の仕組みの説明や経済対策として有効に漁業緊急保証を利用で

きるよう、全漁連、農林中央金庫、（社）漁業信用基金中央会とともに各県関係者

と協議を実施した。（12 回実施） 

 ・ 保険金支払請求に係る個別協議の実施 

保険金支払請求案件の書類の整備について、現地協議を実施するとともに、基金

協会の現状等についてヒアリングを行った。（21 年 12 月１協会） 

 

評 価 の 指 標 ○ 信用基金の相談機能の強化の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 信用基金職員の相談機能の強化については、着実に行われており、一定の評

価ができるが、現場の状況をしっかり把握し業務に反映させるなど、一層の努

力を期待する。 

（参考：年度計画） 

研修等による信用基金職員の資質の向上、現地協議の推進等により、信用基金の相談機能を強化する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ２ 引受審査の厳格化等                             

  小項目：                                         

 

中 期 目 標 林業信用保証業務においては、財務状況の的確な判断等による審査の厳格化、優良

事業体への保証利用促進の働きかけ等による優良保証の確保を講ずるほか、債務保証

先の財務状況のフォローアップの在り方について専門家を交えた経営診断・指導等を

実施することにより抜本的な見直しを行う。 

 

中 期 計 画 林業信用保証業務においては、財務状況の的確な判断等による審査の厳格化、優良

事業体への保証利用促進の働きかけ等による優良保証の確保を講ずるほか、債務保証

先の財務状況のフォローアップの在り方について専門家を交えた経営診断・指導等を

実施することにより抜本的な見直しを行う。 

 

業 務 の 実 績 ○ 保証引受審査に当たっては、当該申請企業の財務諸表や当基金の保有する資産査

定データ等を徴求して財務状況の的確な把握に努めるとともに、新規・増額案件、

財務内容不良案件等について、総括調整役（林業担当）等を構成員とする審査協議

会で、業況や財務状況の今後の見通し、担保等による保全の可否等を踏まえた厳格

な保証審査を行った（審査協議件数 662 件（20 年度は年間 231 件））ほか、新規保

証予定企業の現地調査や既保証先の適切な期中管理等を目的とした現地での経営診

断・指導（現地調査等 45 件（20 年度は年間 43 件））、経営悪化がみられる保証先

について融資機関との協議等による経営健全化への支援等により審査の厳格化に努

めた。 

また、優良事業体等へのＰＲなどの保証利用促進の働きかけを行い、地域の中核

的製材工場、大手合板企業等の優良保証先（32 事業体）を新規に獲得するとともに、

保証取扱い融資機関として新規に都市銀行１行と約定を締結した。 

上記の経営診断・指導に当たっては、診断手法や結果について外部専門家（木材

加工）と検討を行い、需給動向に基づいた生産品目の選定、内外情勢を踏まえた原

木の確保、加工技術の向上等における問題点への対処法等について指導を受けた。

更に、保証審査や経営診断等に係る職員の能力向上を図るため、林業・木材産業

に係る最新情報についての外部専門家を招いた研修、勉強会を以下のとおり実施し

た。 

  ① 高性能林業機械の国内での導入状況、北欧の最新状況等について（12 月、林

業機械関係団体役員） 

  ② CO2 排出削減等に係るクレジット制度について（１月、林野庁担当官及び経営

コンサルタント） 

  ③ 製材業におけるビジネスモデルについて（２月、木材加工有識者） 

 

評 価 の 指 標 ○ 林業信用保証業務における引受審査の厳格化等への取組状況 

 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 新規保証先や経営悪化した保証先について融資機関と協議するのは適当と思

われるが、林業保証業務の21年度実績は芳しくなく、審査の厳格化はまだ効果

を生んでいないのではないか。 

（参考：年度計画） 

林業信用保証業務において、財務状況の的確な判断等による審査の厳格化、優良事業体への保証利用

促進の働きかけ等による優良保証の確保を講ずるほか、専門家を交えた経営診断・指導に取り組む。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

中項目： ３ モラルハザード対策                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、金融機関におけるモラルハザー

ド防止の観点から、農漁業者の負担や国庫負担の増加を避けることに留意しつつ、部

分保証やペナルティー方式（代位弁済時等に一定額を金融機関が負担する方式）など

モラルハザードの防止対策を総合的に検討する。 

 

中 期 計 画 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務について、金融機関におけるモラルハザー

ド防止の観点から、農漁業者の負担や国庫負担の増加を避けることに留意しつつ、部

分保証やペナルティー方式（代位弁済時等に一定額を金融機関が負担する方式）など

モラルハザードの防止対策を国との連携を図りながら総合的に検討する。 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険業務においては、モラルハザード対策として、19 年度より畜特資金、

農業経営負担軽減支援資金について借入者の負債比率に応じた部分保証の導入を実

施し、また、家畜飼料特別支援資金についても、モラルハザード防止策を考慮して、

20 年度から 70％の保証の取扱いを導入しているところである。 

なお、21 年 12 月及び 22 年３月の「農業信用保険業務あり方検討会」において、

モラルハザード対策について保険対象資金の検討と併せて検討を行った。検討結果

として、部分保証は制度及び基金協会の判断に基づいて行われるもので信用基金独

自では実施することが出来ない事項でもあり、信用基金独自で可能な基金協会別保

険料率についても、基金協会の経営に与える影響を考慮する必要があることから、

保険引受の状況、保険収支の状況を見ながら、また、主務省及び基金協会とも連携

をとりながら検討を進めていくこととした。 

 

○ 漁業信用保険業務においては、金融機関におけるモラルハザード防止の観点から、

昭和 57 年度以降、緊急融資資金について、代位弁済事故があった際に、金融機関が

代位弁済額の５～15％を基金協会に対し出資する「特別出資制度」を導入してきて

いる。加えて、20 年４月から経営安定資金に部分保証（80％）を導入したところで

ある。 

 上記を踏まえ、22 年３月に、「漁業信用保険業務あり方検討会」を設置し、現状

のモラルハザード防止策の効果等の検討を行った。検討の結果、昨年度より部分保

証を導入した経営安定資金では引受件数が減少する傾向にあること、近代化資金で

は、融資率 80％となっており、既に、部分保証と同様な制度が導入されている状況

であること等から、引き続き、現在講じられているモラルハザード防止対策の検討

方向に沿って、総合的に分析、検討していくこととされた。 

 

評 価 の 指 標 ○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務におけるモラルハザード防止対策の検討

状況 

 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 モラルハザード防止対策への取組は評価できるが、同対策を重視するあまり

に制度自体から（潜在的）利用者を遠ざけることがないような取組に期待する。

（参考：年度計画） 

農業信用保険業務について、部分保証やペナルティー方式などモラルハザードの防止対策を農業者等

の負担の増加を避けることに留意しつつ、国との連携を図りながら総合的に検討する。 

漁業信用保険業務について、部分保証やペナルティー方式などモラルハザード防止対策を漁業者等の

負担の増加を避けることに留意しつつ、国との連携を図りながら総合的に検討する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ３ モラルハザード対策                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 漁業信用保険業務について、平成20年度から経営安定資金に部分保証を導入する。

 

中 期 計 画 漁業信用保険業務について、平成20年度から経営安定資金に部分保証を導入する。

 

 

 

業 務 の 実 績 （20年度措置済み） 

○ 漁業信用保険業務においては、20年２月に、主務大臣の認可を得て基金協会の業

務方法書を改正し、モラルハザード防止の観点から、経営安定資金について部分保

証（保証割合80％）を導入した。20年４月から、新規引受分について適用を開始し

たところである。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 漁業信用保険業務における経営安定資金への部分保証の導入状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 部分保証の導入は評価できるが、モラルハザード防止対策を重視するあまり

に制度自体から（潜在的）利用者を遠ざけることがないような取組に期待する。

（参考：年度計画） 

漁業信用保険業務について、部分保証やペナルティー方式などモラルハザード防止対策を漁業者等の

負担の増加を避けることに留意しつつ、国との連携を図りながら総合的に検討する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ３ モラルハザード対策                             

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 林業信用保証業務について、平成20年度から100％保証の対象を法定計画認定者に係

る資金、間伐の実施に係る資金等政策性のより高いものに限定し、部分保証の対象を

拡大する。併せて、メニューの統合を行う。 

 

中 期 計 画 林業信用保証業務について、平成20年度から100％保証の対象を法定計画認定者に係

る資金、間伐の実施に係る資金等政策性のより高いものに限定し、部分保証の対象を

拡大する。併せて、メニューの統合を行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 （20年度措置済み） 

○ 20年４月に、主務大臣の認可を得て、業務方法書、林業信用保証業務細則等の見

直しを行い、100％保証の対象を制度資金、間伐材資金等の政策性のより高いものに

限定するとともに、林業者を取り巻く状況の変化等に対応するため、従来９メニュー

の100％保証の対象を４メニューに統合（組合資金等の資金メニューを廃止し、林

業・木材産業支援資金を創設）し、20年６月１日の保証申込受付分から適用したと

ころである。 

 

○ 20 年６月の適用以後の状況につき、保証残高に占める部分保証の割合について適

用前の 19 年度末と比較したところ、20 年度末については同程度の 13％、21 年 12

月末現在では 10％に低下していた。 

21 年度については、国の補正予算に基づく不況対策として臨時的な保証（100％保

証）が実施されており、これの分を除くと適用前と同程度（14％）であった。当該

保証は長期資金が主体なため、このような状況は当面続くと予想される。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 林業信用保証業務における部分保証の拡大及びメニューの統合の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 部分保証の拡大は評価できるが、モラルハザード防止対策を重視するあまり

に制度自体から（潜在的）利用者を遠ざけることがないような取組に期待する。

（参考：年度計画） 

林業信用保証業務について、20 年度に実施した部分保証対象の拡大等の措置後の状況について点検を

行う。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ４ 求償権の管理・回収の強化等                         

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 基金協会、債権回収業者（サービサー）等との連携等による求償権の管理・回収を

強化し、回収実績を向上させるとともに、保険料・保証料・貸付金利息を確実に徴収

する。 

 

中 期 計 画 基金協会、債権回収業者（サービサー）等との連携等による求償権の管理・回収を

強化し、回収実績を向上させるとともに、保険料・保証料・貸付金利息を確実に徴収

する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1) 回収金の実績 

○ 21 年度の回収金収入の目標は 44 億 89 百万円であるが、回収実績は 46 億 64 百万

円であり、達成度合いは、103.9％となった。 

農業信用保険業務においては、目標 29 億 82 百万円に対して実績は 32 億 22 百万

円で、達成率は 108.1％、林業信用保証業務においては、目標５億８百万円に対し実

績は２億 69 百万円、達成率は 52.9％、漁業信用保険業務においては、目標９億 99

百万円に対して実績は 11 億 73 百万円、達成率は 117.3％であった。 

 

○ 林業信用保証業務においては、担保不動産の価格低下や処分の停滞、破産等法的

手続き先の割合が増加したこと等から回収実績は低位にとどまった。 
 

 

目 標 実 績 達成率
（Ａ） （Ｂ） Ｂ÷Ａ

2,982 3,222 108.1
(100.0) (108.1)

508 269 52.9
(100.0) (52.9)

999 1,173 117.3
(100.0) (117.3)
4,489 4,664 103.9

(100.0) (103.9)
※（ ）内は、年度予算に対する割合。

（単位：百万円、％）

漁業信用保険業務

林業信用保証業務

農業信用保険業務

計

 
 

(2) 回収実績向上のための取組 

○ 農業信用保険業務 

・ 21 年度においては、10 月から 12 月にかけて９協会との現地協議を実施し、回

収方法の実態等についてヒアリングを行い、回収強化を働きかけた。（20 年度 10

協会） 

 

○ 林業信用保証業務 

・ 求償権の管理・回収については、現地回収交渉等を含め催告書の発送、競売を

行ったほか、債権回収業者（サービサー）との個別打合せ回数を増やすなど回収

額の確保に努めた。 

また、回収を促進するため、役員を含めた検討会を実施し、回収難易度別に回

収目標額を設定して回収方策について検討した。 
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更に、求償債務者への回収を強化するため、債権回収業者（サービサー）を１

社増やして計３社とした。 

・ このような取組みを進めたが、景気低迷による担保不動産の価格の低下や処分

の停滞、破産等法的手続き先の割合が増加したことによる処理期間の長期化など

により回収実績は低迷した。 

 

○ 漁業信用保険業務 

・ 求償権を有する37の基金協会から、21年３月末現在の「求償権分類管理表」の

提出を受け、回収見込額及び回収経過等について情報を共有するとともに、求償

権回収方針や求償債務者の現況等について12の基金協会との個別協議（うち現地

協議12協会）の実施を通じ、基金協会との連携強化に努めた。（20年度12協会う

ち現地協議10協会） 

また、求償権回収の一層の促進を図るため、上半期の求償権回収実績が一定割

合に満たない協会を対象に、10～12月にかけて求償権回収徹底に係る個別協議を

行った。（個別協議実施協会：14協会）（20年度15協会） 

 

(3) 保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収 

○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務において、基金協会から納付される保険

料及び貸付金利息については、定められた納入期日に確実に徴収した。 

○ 林業信用保証業務において、保証料については、保証料計算書に基づき適切に徴

収した。 

 

 

保険料 3,711
貸付金利息 102
保険料 688
貸付金利息 48

 林業信用保証業務 保証料 864

（単位：百万円）

 農業信用保険業務

 漁業信用保険業務

 
 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 回収金の実績 

○ 回収実績向上への取組状況 

○ 保険料・保証料、貸付金利息の徴収状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 回収金の実績等については一定の評価ができるが、林業信用保証業務に係る

回収実績の改善に向けて一層の努力を期待する。 

（参考：年度計画） 

(1) ア．求償権の管理・回収については、現地回収交渉や仮差押え、競売等の法的措置を講じるほか、

基金協会、債権回収業者（サービサー）等との連携等により、回収実績の向上に努める。 

イ．平成 21 年度における回収金収入については、4,489 百万円を見込む。 

(2) 保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収に努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ５ 代位弁済率・事故率の低減                           

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 ２及び３の取組により、中期目標期間中に保証契約・保険契約を締結した案件につ

いては、林業信用保証業務においてはその代位弁済率を2.94％以下とし、また、基金

協会の代位弁済が保険事故となる農業信用保険業務にあってはその事故率を0.12％以

下、漁業信用保険業務にあってはその事故率を1.15％以下とする。この場合、代位弁

済率・事故率は、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因に

より影響を受けることについて配慮する。 

 

中 期 計 画 ２及び３の取組により、中期目標期間中に保証契約・保険契約を締結した案件につ

いては、林業信用保証業務においてはその代位弁済率を2.94％以下とし、また、基金

協会の代位弁済が保険事故となる農業信用保険業務にあってはその事故率を0.12％以

下、漁業信用保険業務にあってはその事故率を1.15％以下とする。この場合、代位弁

済率・事故率は、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因に

より影響を受けることについて配慮する。 

 

 

 

業 務 の 実 績 (1)農業信用保険業務 

○ 21年度末時点での事故率は0.04％であった。（中期目標期間中に0.12％以下） 

 

(2)林業信用保証業務 

○ 21年度末時点での代位弁済率は1.31％であった。（中期目標期間中に2.94％以下）

 

(3)漁業信用保険業務 

○ 21年度末時点での事故率は0.20％であった。（中期目標期間中に1.15％以下） 

評 価 の 指 標 ○ 事故率・代位弁済率の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 代位弁済率の目標が達成されるなど評価できるが、今後の環境変化に十分注

意し、慎重に対処していく必要がある。 

（参考：年度計画） 

代位弁済率及び事故率については、中期目標期間中に保証契約・保険契約を締結した案件についての

代位弁済率及び事故率を指標として、中期目標の達成に向けての進捗状況の把握に努める。この場合、

代位弁済率・事故率は、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を

受けることについて配慮する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ６ 基金協会及び共済団体等に対する貸付け                    

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審査を行うと

ともに、その回収については、確実に徴収するものとする。 

 

中 期 計 画 基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審査を行うと

ともに、その回収については、確実に徴収するものとする。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務において、基金協会に対する代位弁済財

源貸付に当たっては、借入申込書・金銭消費貸借証書及び代位弁済実施計画書の審

査を迅速・的確に処理するとともに、貸付金の回収については、基金協会に対して

予め償還期限、貸付金及び貸付金利息の確認を行うことにより、期日どおり全額回

収した。 

 

件数 金額 件数 金額
長期資金 269 30,357 268 30,357
短期資金 88 1,039 86 946
全国低利預託基金 82 1,883 83 1,777
長期資金 287 17,914 286 17,914
短期資金 5 661 7 801
全国低利預託基金 6 409 6 458

 農業信用保険業務

 漁業信用保険業務

（単位：件、百万円）
期中貸付額 期中回収額

 

 

評 価 の 指 標 ○ 基金協会に対する貸付及び回収の状況 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 基金協会からの回収については確実に行われており、特段の問題は認められ

ない。 

（参考：年度計画） 

基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審査を行うとともに、その回収

については、確実な徴収に努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第３ 財務内容の改善に関する事項                          

 中項目： ７ 資産の有効活用                               

  小項目：                                        

 

中 期 目 標 信用基金の保有する職員用宿舎について、効率的な活用を促進し、自己収入の増加

や経費の節減を図る観点から、他の独立行政法人や国との共同利用を推進する。 

 

中 期 計 画 信用基金の保有する職員用宿舎について、効率的な活用を促進し、自己収入の増加

や経費の節減を図る観点から、他の独立行政法人や国との共同利用を推進する。 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 21 年５月に職員宿舎の有効活用を図る観点から、他の独立行政法人との共同利用

を開始した。 

 

○ 22 年４月１日における利用率は 77％（全 30 戸中 23 戸）（前年同期は 70％）となっ

ている。 

  このうち、共同利用の実績は１戸である。 

 

○ 信用基金の保有する職員宿舎については、国及び他の独立行政法人と共同利用を

推進するが、利用に当たっては、修繕も必要となり、経済性、効率性及び有効性等

の観点から、適宜見直しを行うこととする。 

 

○ 職員宿舎の共同利用の状況等について、22 年５月に監事監査が行われた。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 職員用宿舎の共同利用の推進状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 職員宿舎の共同利用率は77%に留まっているが、これより先は、利用率を上げ

るためのコストにも留意する必要がある。 

（参考：年度計画） 

他の独立行政法人や国に対し、信用基金の保有する職員用宿舎の共同利用について､積極的な周知を

図り、共同利用を推進する。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画             

 中項目：                                         

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び求償権回収

事業委託費）については、104億31百万円の支出であり、19年度予算対比で24.0％の

減少となった。一般管理費（人件費、公租公課及び特殊要因により増減する経費を

除く。）については、４億69百万円の支出であり、19年度予算対比で33.3％の削減

となった。 

 

 

平成19年度 平成21年度 削 減 率
予算（A） 決算（B） （Ｂ－Ａ）÷Ａ

事業費 13,727 10,431 △ 24.0%
一般管理費 702 469 △ 33.3%

（単位：百万円）

 
 

○ 当期損益は、法人全体で 24 億 44 百万円の当期総利益を計上した。利益剰余金は、

87 億 47 百万円となった。 

これを勘定ごとにみると、農業信用保険勘定では、保険金支払の減少等により20

億34百万円の利益が生じた。林業信用保証勘定では、平成21年度補正予算における

林業・木材産業経営支援対策事業の実施により保証引受額が拡大し、保証債務損失

引当金繰入の計上が増加した一方、林業信用保証業務に要する経費に充てるための

政府事業交付金の受入れが増加したこと等により、当期純損失は５億76百万円と

なったが、これに対しては前中期目標期間繰越積立金を同額取り崩して充当した。

漁業信用保険勘定では、保険金の支払額が減少した一方、平成21年度補正予算にお

ける漁業緊急保証対策事業の実施に伴い保険引き受けが増加したことによる保険料

収入の増加等により、８億66百万円の利益を計上した。農業災害補償関係勘定では、

一般管理費の抑制により23百万円の経常利益が生じたが、有価証券評価損５億円を

計上したことから、４億77百万円の当期総損失を計上した。漁業災害補償関係勘定

では、一般管理費の抑制により、20百万円の利益が生じた。この結果、利益剰余金

は、農業信用保険勘定では57億６百万円、林業信用保証勘定では７億41百万円、農

業災害補償関係勘定では19億76百万円、漁業災害補償関係勘定では１億89百万円と

なった。なお、漁業信用保険勘定において、前年度より繰り越された繰越欠損金７

億31百万円については解消され、１億35百万円の利益剰余金を計上している。 

 

 

農業信用保険 林業信用保証 漁業信用保険 農業災害補償 漁業災害補償 合 計

勘定 勘定 勘定 関係勘定 関係勘定

当期損益 2,034 - 866 △ 477 20 2,444
利益剰余金 5,706 741 135 1,976 189 8,747

（単位：百万円）
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○ 漁業信用保険勘定では、損益計算により生じた利益により前事業年度から繰り越

した損失を埋め、残余については、積立金として計上し、目的積立金は計上しなかっ

た。 

  また、農業信用保険勘定及び漁業災害補償関係勘定において損益計算により生じ

た利益は、積立金として計上し、目的積立金は計上しなかった。これは、農業信用

保険勘定では、近年、赤字基調にある中で、保険事故等の発生によって生じた損失

の補てんに充てる必要があること、漁業災害補償関係勘定においては、大災害に備

え貸付原資として確保しておく必要があることによるものである。 

 

○ 21 年度末現在保有有価証券のうち農業災害補償関係勘定で保有する１銘柄（２回

号）について時価が著しく下落し、回復の見込みがないことから当該銘柄の額面全

額の有価証券評価損を計上した。信用基金においては、独立行政法人通則法の他に

余裕金管理運用要領を制定し、同要領に投資適格基準及び銘柄ごとの運用限度額等

を定め、余裕金の運用及び管理を行っているが、今般の減損処理を踏まえ、22 年１

月 29 日開催の余裕金運用委員会において運用管理態勢の見直しについて検討を行

い、検討結果を踏まえて投資適格基準の引き上げ、モニタリングの強化等について

余裕金管理運用要領の一部変更を行ったところである（２月 12 日施行）。 

 

○ 独立行政法人会計基準注解の改正を受け、21 年度決算から保有する金融商品につ

いて、期末の時価等を注記することとした。 

 

 （21事業年度予算、収支計画及び資金計画の決算及び実績については別添のとおり。）

 

 

評 価 の 指 標 ○ 予算の運営状況 

 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 厳しい経済情勢を勘案すれば、一定の評価ができるが、有価証券保有につい

て今後慎重な取扱いが必要である。事業に大きな影響を与える要因の的確な把

握に努め、長期的に安定した制度の運用を期待する。 

（参考：年度計画） 

予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第５ 短期借入金の限度額                              

 中項目：                                         

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  － 

中 期 計 画 中期目標期間中の短期借入金は、農業災害補償関係勘定において1,190億円、漁業災

害補償関係勘定において110億円を限度とする。 

（想定される理由） 

 農業災害補償関係勘定及び漁業災害補償関係勘定における一時的に不足する貸付原

資を調達するため。 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 評価対象である農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務にお

いては、平成 21 年度には短期借入金の実績はない。 

   

   

評 価 の 指 標 ○ 短期借入金の状況 

※実績がない場合は評価しない。 

評 定 評  価  等 

 

（理由・指摘事項等） 

 

（参考：年度計画） 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第６ 剰余金の使途                                 

 中項目：                                         

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 農林漁業金融のセーフティ・ネット機関としての役割の向上のため、 

・金融業務に精通した人材の育成・研修 

・業務運営の効率化・合理化を図る観点からの情報システムの充実 

・コンプライアンス（法令等遵守）への取組の充実等の内部統制機能の強化 

  ・債権管理強化のため連携する県単位機関等の能力の向上 

  の使途に使用 

 

 

 

業 務 の 実 績 （実績なし） 

評 価 の 指 標 ○ 剰余金の使途の状況 

※実績がない場合は評価しない。 

評 定 評  価  等 

 

（理由・指摘事項等） 

 

（参考：年度計画） 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                  

 中項目： １ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）    

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 人員に係る指標 

 期末の常勤職員数は期初を上回らないものとする。 

  （参考１） 

   期初の常勤職員数 

 123名 

   期末の常勤職員数の見込み 

  116名 

（参考２） 

   中期目標期間中の人件費総額見込み 

   5,749百万円。 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当及び超過勤務手当

に相当する範囲の費用である。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 業務体制、基金の年齢構成、退職者数及びそれを補う新規採用者等を考慮し、検

討する。 

 
○ 22年４月１日現在の現員は118名である。 

評 価 の 指 標 ○ 全体の常勤職員数の状況 

 

評 定 評  価  等 

Ａ 

（理由・指摘事項等） 

 常勤職員については概ね計画通りとなっており、一定の評価はできる。 

（参考：年度計画） 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                  

 中項目： １ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）    

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 人材の確保 

金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有する民間企業等の人材を採用す

る。また、適切な人事管理の構築等を通じた魅力ある就業環境の形成により、人材の

確保を行う。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 金融機関における融資業務等の経験を有する者を外部から登用している。 

 

○ 再雇用制度は国家公務員に準じて年金支給までのつなぎと整理されているが、15

年間の信用基金における実務経験を必要とする等条件を設けている。 

  なお、同制度は魅力ある就業環境の形成に資している。 

 

○ これらの人材が、後進に対し、指導的な役割を果たしている。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 高度な専門性を有する人材の採用等人材の確保の状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 民間からの人材登用と併せて、再雇用制度を活用するなど、一応目標を達成

している。 

（参考：年度計画） 

人材の確保 

  金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有する人材の確保に努める。 
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独立行政法人農林漁業信用基金 事業年度評価の項目別評価シート 

 

大項目：第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                  

 中項目： １ 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）    

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 人材の養成 

個々の職員の専門性の育成に配慮した人事管理を行うとともに、職員に対する研修

制度の充実等により、民間企業等から採用（交流）した人材の専門的な知見を速やか

に共有させ、専門性の高い人材の早期育成を図る。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 同一ポストに長期に在籍する職員の解消に配慮しつつ、日常の業務並びに研修効

果による能力の見極めを行い、適材適所の配置を行う人事管理の実施を更に推進し

ていくこととしている。 

 

○ 「計画的養成研修」については、職責別に行い、課長研修であれば管理職として

のあり方や心構え等を、「能力開発研修」と「関係機関との合同研修」については、

職員個々のスキルアップを目的として行っている。 

また、農林漁業の経営実態等の認識を深めさせるための現地研修等継続的に実施

している研修については、全職員が受講できる環境を整備しており、その職員の適

性を踏まえ、適材適所の人事配置に努めるものとしている。 

 

 

評 価 の 指 標 ○ 専門性の高い人材の育成の状況 

評 定 評  価  等 

Ｂ 

（理由・指摘事項等） 

 一定の評価はできるが、一層の努力を期待する。 

（参考：年度計画） 

人材の養成 

  民間金融機関からの採用者によるＯＪＴにより、職員の専門性の育成を図る。また、自主研修支援

を行うなど研修を充実させることにより専門性の高い人材育成を図る。 
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大項目：第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項                  

 中項目： ２ 積立金の処分に関する事項                          

  小項目：                                        

 

中 期 目 標  － 

 

中 期 計 画 各勘定の前中期目標期間繰越積立金は、それぞれ農業信用保険業務、林業信用保証

業務、漁業信用保険業務、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に充てる

こととする。 

 

 

 

業 務 の 実 績 ○ 漁業信用保険勘定以外の勘定の前中期目標期間繰越積立金については、林業信用

保証勘定において、５億76百万円を保証債務の増に伴う保証債務損失引当金の繰り

入れ等に充当するよう会計処理した。その他の勘定では、積立金の処分は行わなかっ

た。 

評 価 の 指 標 ○ 積立金の処分の状況 

評 定 評  価  等 

○ 

（理由・指摘事項等） 

 目標期間繰越積立金は、各業務勘定で必要に応じて使われるのであれば、特

段問題は認められない。 

（参考：年度計画） 

各勘定の前中期目標期間繰越積立金は、それぞれ農業信用保険業務、林業信用保証業務、漁業信用保

険業務、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に充てることとする。 

 

 










